
「条例」：福島県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例

　　　　　（平成24年12月28日福島県条例第80号）

「規則」：福島県指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

　　　　　（平成25年3月29日福島県規則第42号）

「国解釈通知」：指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について

　　　　　　　（平成11年9月17日老企第25号）

県条例及び県規則 条項 国解釈通知 適否

適 ・ 否

運営基準自己点検シート（短期入所療養介護）

第1節　基本方針

一　介護老人保健施設である指定短期入
　所療養介護事業所に置くべき医師、薬
　剤師、看護職員（看護師及び准看護師
　をいう。以下この章において同
　じ。）、介護職員、支援相談員、理学
　療法士又は作業療法士及び栄養士

条例第188
条
(第10章)

第2節　人員に関する基準

条例第189
条第1項

1.従業者の員数

四　介護医療院である指定短期入所療養
　介護事業所に置くべき医師、薬剤師、

(1) 指定短期入所療養介護の事業を行う
　者（以下「指定短期入所療養介護事業
　者」という。）が当該事業を行う事業
　所（以下「指定短期入所療養介護事業
　所」という。）ごとに置くべき指定短
　期入所療養介護の提供に当たる従業者
　（以下「短期入所療養介護従業者」と
　いう。）の員数は、次に掲げる短期入
　所療養介護従業者の区分に応じ、規則
　で定める。

適 ・ 否(1) 本則
　いわゆる本体施設となる介護老人保健施設、
介護医療院、療養病床を有する病院又は診療所
が、それぞれの施設として満たすべき人員・施
設基準（ユニット型介護老人保健施設及びユ
ニット型介護医療院に関するものを除く。）を
満たしていれば足りるものとする。また、本体
施設が療養病床を有する病院又は診療所につい
ては、それぞれの施設として満たすべき施設基
準に加えて消火設備その他の非常災害に際して
必要な設備を有することとしている。

二　療養病床（医療法第7条第2項第4号
　に規定する療養病床をいう。以下同
　じ。）を有する病院又は診療所である
　指定短期入所療養介護事業所に置くべ
　き医師、薬剤師、看護職員、介護職員
　（同法に規定する看護補助者をい
　う。）、　栄養士及び理学療法士又は
　作業療法士

三　診療所（前号に該当するものを除
　く。）である指定短期入所療養介護事
　業所にあっては、当該指定短期入所療
　養介護を提供する病室に置くべき看護
　職員又は介護職員

1.基本方針

　指定居宅サービスに該当する短期入所療
養介護（以下「指定短期入所療養介護」と
いう。）の事業は、要介護状態となった場
合においても、その利用者が可能な限りそ
の居宅において、その有する能力に応じ自
立した日常生活を営むことができるよう、
看護、医学的管理の下における介護及び機
能訓練その他必要な医療並びに日常生活上
の世話を行うことにより、療養生活の質の
向上及び利用者の家族の身体的及び精神的
負担の軽減を図るものでなければならな
い。
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県条例及び県規則 条項 国解釈通知 適否

　看護職員、介護職員、理学療法士又は
　作業療法士及び栄養士
　条例第百八十九条第一項各号に掲げる従
業者の員数は、次の各号に掲げる指定短期
入所療養介護従業者の区分に応じ、当該各
号に定めるものとする。

二　療養病床を有する病院又は診療所
　である指定短期入所療養介護事業所
　に置くべき医師、薬剤師、看護職
　員、介護職員（医療法に規定する看
　護補助者をいう。）、栄養士及び理
　学療法士又は作業療法士
　　同法に規定する療養病床を有する
　病院又は診療所として必要とされる
　数が確保されるために、それぞれ必
　要な数以上

一　介護老人保健施設である指定短期
　入所療養介護事業所に置くべき医
　師、薬剤師、看護職員（条例第189条
　第1項第1号に規定する看護職員をい
　う。以下この条において同じ。）、
　介護職員、支援相談員、理学療法士
　又は作業療法士及び栄養士
　　利用者（条例第201条に規定する利
　用者をいう。以下この条において同
　じ。）を当該介護老人保健施設の入
　所者とみなした場合における法に規
　定する介護老人保健施設として必要
　とされる数が確保されるために、そ
　れぞれ必要な数以上

(2) 指定短期入所療養介護事業者が指定
　介護予防短期入所療養介護事業者（予
　防基準条例第173条第1項に規定する指
　定介護予防短期入所療養介護事業者を
　いう。以下同じ。）の指定を併せて受
　け、かつ、指定短期入所療養介護の事
　業と指定介護予防短期入所療養介護
　（予防基準条例第172条に規定する指
　定介護予防短期入所療養介護をいう。
　以下同じ。）の事業とが同一の事業所
　において一体的に運営されている場合
　については、予防基準条例第173条第1

条例第189
条第2項

平25県規
則42第41
条

三　診療所（前号に該当するものを除
　く。）である指定短期入所療養介護
　事業所にあって、当該指定短期入所
　療養介護を提供する病室に置くべき
　看護職員又は介護職員
　　看護職員又は介護職員の員数の合
　計を常勤換算方法で利用者の数が3又
　はその端数を増すごとに1以上とする
　ことかつ夜間における緊急連絡体制
　を整備することとし、看護師若しく
　は准看護師又は介護職員を1人以上
　配置していること。

四　介護医療院である指定短期入所療
　養介護事業所にあっては、当該指定
　短期入所療養介護事業所に置くべき
　医師、薬剤師、看護職員、介護職
　員、理学療法士又は作業療法士及び
　栄養士
　　利用者を当該介護医療院の入所者
　とみなした場合における法に規定す
　る介護医療院として必要とされる数
　が確保されるために、それぞれ必要
　な数以上
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県条例及び県規則 条項 国解釈通知 適否

適 ・ 否

四　介護医療院である指定短期入所療養
　介護事業所にあっては、法に規定する
　介護医療院として必要とされる施設及
　び設備（ユニット型介護医療院（介護
　医療院基準条例第43条に規定するユ
　ニット型介護医療院をいう。以下同
　じ。）に関するものを除く。）を有す
　ること。

条例第190
条第1項

　条例第190条第1項第3号アの規則で定め
る面積は、利用者1人につき6.4平方メート
ル以上とする。

(2) 前項第2号及び第3号に掲げる要件に
　該当する指定短期入所療養介護事業所
　にあっては、同項に定めるもののほ
　か、消火設備その他の非常災害に際し
　て必要な設備を有するものとする。

条例第190
条第2項

平25県規
則42第42
条

(1) 指定短期入所療養介護事業所の設備
　に関する基準は、次に掲げるものとす
　る。

(3) 指定短期入所療養介護事業者が指定
　介護予防短期入所療養介護事業者の指
　定を併せて受け、かつ、指定短期入所
　療養介護の事業と指定介護予防短期入
　所療養介護の事業とが同一の事業所に
　おいて一体的に運営されている場合に
　ついては、予防基準条例第174条第1項
　及び第2項に規定する設備に関する基
　準を満たすことをもって、前2項に規
　定する基準を満たしているものとみな

三　診療所（療養病床を有するものを除
　く。）である指定短期入所療養介護事
　業所にあっては、次に掲げる要件に適
　合すること。
　ア　指定短期入所療養介護を提供する
　　病室の床面積は、規則で定める面積
　　とすること。
　イ　浴室を有すること。
　ウ　機能訓練を行うための場所を有す
　　ること。

1.設備に関する基準

条例第190
条第3項

　項に規定する人員に関する基準を満た
　すことをもって、前項に規定する基準
　を満たしているものとみなすことがで
　きる。

第3節　設備に関する基準

一　介護老人保健施設である指定短期入
　所療養介護事業所にあっては、法に規
　定する介護老人保健施設として必要と
　される施設及び設備（ユニット型介護
　老人保健施設（介護老人保健施設基準
　条例第42条に規定するユニット型介護
　老人保健施設をいう。以下同じ。）に
　関するものを除く。）を有すること。

二　療養病床を有する病院又は診療所で
　ある指定短期入所療養介護事業所に
　あっては、医療法に規定する療養病床
　を有する病院又は診療所として必要と
　される設備を有すること。
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県条例及び県規則 条項 国解釈通知 適否

平25県規
則42第44
条（第4条
第1項準
用)

条例第203
条(第151
条第2項準
用)

(1) 指定短期入所療養介護事業者は、指
　定短期入所療養介護の提供の開始に際
　し、あらかじめ、利用申込者又はその
　家族に対し、第200条に規定する運営
　規程の概要、短期入所療養介護従業者
　の勤務の体制その他の利用申込者の
　サービスの選択に資すると認められる
　重要事項を記した文書を交付して説明
　を行い、サービスの内容及び利用期間
　等について文書による利用申込者の同
　意を得なければならない。

(2) 指定短期入所療養介護事業者は、利
　用申込者又はその家族からの申出が
　あった場合には、前項の規定による文
　書の交付に代えて、次項で定めるとこ
　ろにより、当該利用申込者又はその家
　族の承諾を得て、当該文書に記すべき
　重要事項を電子情報処理組織を使用す
　る方法その他の情報通信の技術を利用
　する方法であって規則に定めるもの
　(以下この条において「電磁的方法」
　という。)により提供することができ
　る。この場合において、当該指定短期
　入所療養介護事業者は、当該文書を交
　付したものとみなす。

適 ・ 否

条例第203
条(第151
条第2項準
用(第8条
第2項準
用))

(1) 内容及び手続の説明及び同意
　　居宅基準第125条は、指定短期入所療
　養介護事業者は、利用者に対し適切な指
　定短期入所療養介護を提供するため、そ
　の提供の開始に際し、あらかじめ、利用
　申込者又はその家族に対し、当該指定短
　期入所療養介護事業所の運営規程の概
　要、短期入所療養介護従業者の勤務体
　制、事故発生時の対応、苦情処理の体
　制、提供するサービスの第三者評価の実
　施状況（実施の有無、実施した直近の年
　月日、実施した評価機関の名称、評価結
　果の開示状況）等の利用申込者がサービ
　スを選択するために必要な重要事項につ
　いて、わかりやすい説明書やパンフレッ
　ト等（当該指定短期入所療養介護事業者
　が、他の介護保険に関する事業を併せて
　実施している場合、当該パンフレット等
　について、一体的に作成することは差し
　支えないものとする。）の文書を交付し
　て懇切丁寧に説明を行い、当該事業所か
　ら指定短期入所療養介護の提供を受ける
　こと（サービスの内容及び利用期間等を
　含む）につき同意を得なければならない
　こととしたものである。なお、当該同意
　については、利用者及び指定短期入所療
　養介護事業者双方の保護の立場から書面
　によって確認することが望ましいもので
　ある。

　すことができる。

１　条例第203条において準用する条例
　第151条第2項において準用する条例
　第8条第2項の規則で定める方法は、
　次の各号に掲げるいずれかの方法と
　する。

1.内容及び手続の説明及び同意

第4節　運営に関する基準

(2) 第8条第2項から第4項までの規定は
　、前項の規定による文書の交付につい
　て準用する。

条例第203
条(第151
条第1項準
用)

　一　電子情報処理組織（指定短期入
　　所療養介護事業者の使用に係る電
　　子計算機と利用申込者又はその家
　　族の使用に係る電子計算機とを電
　　気通信回線で接続した電子情報処
　　理組織をいう。）を使用する方法
　　のうちア又はイに掲げる方法

　　ア　指定短期入所療養介護事業者
　　　の使用に係る電子計算機と利用
　　　申込者又はその家族の使用に係
　　　る電子計算機とを接続する電気
　　　通信回線を通じて送信し、受信
　　　者の使用に係る電子計算機に備
　　　えられたファイルに記録する方
　　　法

　　イ　指定短期入所療養介護事業者
　　　の使用に係る電子計算機に備え
　　　られたファイルに記録された条
　　　例第8条第1項に規定する重要事
　　　項を電気通信回線を通じて利用
　　　申込者又はその家族の閲覧に供
　　　し、当該利用申込者又はその家
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県条例及び県規則 条項 国解釈通知 適否

(3) 指定短期入所療養介護事業者は、前
　項の規定により第1項に規定する重要
　事項を提供しようとするときは、あら
　かじめ、当該利用申込者又はその家族
　に対し、その用いる次に掲げる電磁的
　方法の種類及び内容を示し、文書又は
　電磁的方法による承諾を得なければな
　らない。
　一　前項の規則に定める方法のうち指
　　定短期入所療養介護事業者が使用す
　　るもの
　二　ファイルへの記録の方式

２　前項に掲げる方法は、利用申込者又は
その家族がファイルへの記録を出力するこ
とによる文書を作成することができるもの
でなければならない。

平25県規
則42第44
条（第4条
第2項準
用)
条例第203
条(第151
条第2項準
用(第8条
第3項準
用))

条例第203
条(第151
条第2項準
用(第8条
第4項準
用))

適 ・ 否

(2) 指定短期入所療養介護の開始及び終
　了
　　居宅基準第126条第2項は、利用者が指
　定短期入所療養介護の利用後において
　も、利用前と同様のサービスを受けられ
　るよう、指定短期入所療養介護事業者

　指定短期入所療養介護事業者は、居宅介
護支援事業者その他保健医療サービス又は
福祉サービスを提供する者（以下「居宅介
護支援事業所等」という。）との密接な連
携により、指定短期入所療養介護の提供の
開始前から終了後に至るまで利用者が継続

条例第203
条(第152
条第2項準
用)

適 ・ 否

3.指定短期入所療養介護の開始及び終了

　二　電磁的記録媒体（条例第276条第
　　１項に規定する電磁的記録に係る記
　　録媒体をいう。）をもって調製する
　　ファイルに条例第8条第1項に規定す
　　る重要事項を記録したものを交付す
　　る方法

　指定短期入所療養介護事業者は、利用者
の心身の状況若しくは病状により、若しく
はその家族の疾病、冠婚葬祭、出張等の理
由により、又は利用者の家族の身体的及び
精神的な負担の軽減等を図るために、一時
的に入所して看護、医学的管理の下におけ
る介護及び機能訓練その他必要な医療等を
受ける必要がある者を対象に、介護老人保
健施設若しくは介護医療院の療養室、病院
の療養病床に係る病室又は診療所の指定短
期入所療養介護を提供する病室において指
定短期入所療養介護を提供するものとす
る。

条例第191
条

2.対象者

(4) 前項の規定による承諾を得た指定短
　期入所療養介護事業者は、当該利用申
　込者又はその家族から文書又は電磁的
　方法により電磁的方法による提供を受
　けない旨の申出があったときは、当該
　利用申込者又はその家族に対し、第1
　項に規定する重要事項の提供を電磁的
　方法によってしてはならない。ただ
　し、当該利用申込者又はその家族が再
　び前項の規定による承諾をした場合
　は、この限りでない。

　　　族の使用に係る電子計算機に備
　　　えられたファイルに当該重要事
　　　項を記録する方法（電磁的方法
　　　による提供を受ける旨の承諾又
　　　は受けない旨の申出をする場合
　　　にあっては、指定短期入所療養
　　　介護事業者の使用に係る電子計
　　　算機に備えられたファイルにそ
　　　の旨を記録する方法）
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県条例及び県規則 条項 国解釈通知 適否

適 ・ 否(1) 指定短期入所療養介護事業者は、指
　定短期入所療養介護の提供を求められ
　た場合は、その者の提示する被保険者
　証によって、被保険者資格、要介護認
　定（法第19条第1項に規定する要介護
　認定をいう。以下同じ。）の有無及び
　要介護認定の有効期間を確かめるもの
　とする。

(3) 提供拒否の禁止
　　居宅基準第9条は、指定短期入所療養介
　護事業者は、原則として、利用申込に対
　しては応じなければならないことを規定
　したものであり、特に、要介護度や所得
　の多寡を理由にサービスの提供を拒否す
　ることを禁止するものである。〔中略〕
　提供を拒むことのできる正当な理由があ
　る場合とは、①当該事業所の現員からは
　利用申込に応じきれない場合、②利用申
　込者の居住地が当該事業所の通常の事業
　の実施地域外である場合、その他利用申
　込者に対し自ら適切な指定短期入所療養
　介護を提供することが困難な場合であ
　る。

(5) 受給資格等の確認
　　居宅基準第11条第1項は、指定短期入所
　療養介護の利用に係る費用につき保険給
　付を受けることができるのは、要介護認
　定を受けている被保険者に限られるもの
　であることを踏まえ、指定短期入所療養
　介護事業者は、指定短期入所療養介護の
　提供の開始に際し、利用者の提示する被
　保険者証によって、被保険者資格、要介
　護認定の有無及び要介護認定の有効期間
　を確かめなければならないこととしたも
　のである。

適 ・ 否

条例第203
条(第9条
準用)

　指定短期入所療養介護事業者は、正当な
理由なく指定短期入所療養介護の提供を拒
んではならない。

5.サービス提供困難時の対応

適 ・ 否

　るよう、指定短期入所療養介護事業者
　は、居宅介護支援事業者その他保健医療
　サービス又は福祉サービスを提供する者
　との密接な連携により、指定短期入所療
　養介護の提供の開始前から終了後に至る
　まで利用者が継続的に保健医療サービス
　又は福祉サービスうを利用できるよう必
　要な援助に努めなければならないことと
　したものである。

条例第203
条(第11条
第1項準
用)

6.受給資格等の確認

条例第203
条(第10条
準用)

開始前から終了後に至るまで利用者が継続
的に保健医療サービス又は福祉サービスを
利用できるよう必要な援助に努めなければ
ならない。

　指定短期入所療養介護事業者は、当該指
定短期入所療養介護事業所の通常の事業の
実施地域(当該事業所が通常時に当該サー
ビスを提供する地域をいう。以下同じ。)
等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な
指定短期入所療養介護を提供することが困
難であると認めた場合は、当該利用申込者
に係る居宅介護支援事業者（法第８条第２
４項に規定する居宅介護支援事業を行う者
をいう。以下同じ。）への連絡、適当な他
の指定短期入所療養介護事業者等の紹介そ
の他の必要な措置を速やかに講じなければ
ならない。

(2) 同条第2項は、利用者の被保険者証に、
　指定居宅サービスの適切かつ有効な利用
　等に関し当該被保険者が留意すべき事項
　に係る認定審査会意見が記載されている
　ときは、指定短期入所療養介護事業者
　は、これに配慮して指定短期入所療養介
　護を提供するように努めるべきことを規
　定したものである。

(4) サービス提供困難時の対応
　指定短期入所療養介護事業者は、居宅基準第
9条の正当な理由により、利用申込者に対し自
ら適切な指定短期入所療養介護を提供すること
が困難であると認めた場合には、居宅基準第10
条の規定により、当該利用申込者に係る居宅介
護支援事業者への連絡、適当な他の指定短期入
所療養介護事業者等の紹介その他の必要な措置
を速やかに講じなければならないものである。

(2) 指定短期入所療養介護事業者は、前
　項の被保険者証に、法第73条第2項に
　規定する認定審査会意見が記載されて
　いるときは、当該認定審査会意見に配
　慮して、指定短期入所療養介護を提供
　するように努めなければならない。

条例第203
条(第11条
第2項準
用)

4.提供拒否の禁止
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県条例及び県規則 条項 国解釈通知 適否

　指定短期入所療養介護事業者は、指定短
期入所療養介護の提供の開始に際し、利用
申込者が介護保険法施行規則(平成11年厚
生省令第36号。以下「省令」という。)第
64条各号のいずれにも該当しないときは、
当該利用申込者又はその家族に対し、居宅
サービス計画（法第8条第24項に規定する
居宅サービス計画をいう。以下同じ。）の
作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を
市町村に対して届け出ること等により、指
定短期入所療養介護の提供を法定代理受領
サービスとして受けることができる旨を説
明すること、居宅介護支援事業者に関する
情報を提供することその他の法定代理受領
サービスを行うために必要な援助を行わな
ければならない。

条例第203
条(第15条
準用)

(7) 法定代理受領サービスの提供を受けるた
めの援助
　居宅基準第15条は、介護保険法施行規則第64
条第1号イ又はロに該当する利用者は、指定短
期入所療養介護の提供を法定代理受領サービス
として受けることができることを踏まえ、指定
短期入所療養介護事業者は、施行規則第64条第
1号イ又はロに該当しない利用申込者又はその
家族に対し、指定短期入所療養介護の提供を法
定代理受領サービスとして受けるための要件の
説明、居宅介護支援事業者に関する情報提供そ
の他の法定代理受領サービスを行うために必要
な援助を行わなければならないこととしたもの
である。
※　「施行規則第64常第1号イ又はロに該当
する利用者」とは、①居宅介護支援事業者
に居宅サービス計画の作成を依頼すること

7.要介護認定の申請に係る援助

条例第203
条(第13条
準用)

条例第203
条(第12条
第1項準
用)

(2) 指定短期入所療養介護事業者は、居
　宅介護支援(これに相当するサービス
　を含む。)が利用者に対して行われて
　いない等の場合であって必要と認める
　ときは、要介護認定の更新の申請が、
　遅くとも当該利用者が受けている要介
　護認定の有効期間が終了する30日前に
　はなされるよう、必要な援助を行わな
　ければならない。

8.心身の状況等の把握

　指定短期入所療養介護事業者は、指定短
期入所療養介護の提供に当たっては、利用
者に係る居宅介護支援事業者が開催する
サービス担当者会議(福島県指定居宅介護
支援等の事業の人員及び運営に関する基準
を定める条例（平成二十六年福島県条例第
九十六号。以下「指定居宅介護支援等基準
条例」という。）第十五条第九号に規定す
るサービス担当者会議をいう。以下同
じ。)等を通じて、利用者の心身の状況、
その置かれている環境、他の保健医療サー
ビス又は福祉サービスの利用状況等の把握
に努めなければならない。

適 ・ 否

条例第203
条(第12条
第2項準
用)

9.法定代理受領サービスの提供を受けるための援助

(1) 指定短期入所療養介護事業者は、指
　定短期入所療養介護の提供の開始に際
　し、要介護認定を受けていない利用申
　込者については、要介護認定の申請が
　既に行われているかどうかを確認し、
　申請が行われていない場合は、当該利
　用申込者の意思を踏まえて速やかに当
　該申請が行われるよう必要な援助を行
　わなければならない。

②　同条第２項は、要介護認定を継続し、
　継続して保険給付を受けるためには要介
　護更新認定を受ける必要があること及び
　当該認定が申請の日から30日以内に行わ
　れることとされていることを踏まえ、指
　定短期入所療養介護事業者は、居宅介護
　支援(これに相当するサービスを含む。)
　が利用者に対して行われていない等の場
　合であって必要と認めるときは、要介護
　認定の更新の申請が、遅くとも当該利用
　者が受けている要介護認定の有効期間が
　終了する30日前にはなされるよう、必要
　な援助を行わなければならないこととし
　たものである。

(6) 要介護認定の申請に係る援助
①　居宅基準第12条第1項は、要介護認定の
　申請がなされていれば、要介護認定の効
　力が申請時に遡ることにより、指定短期
　入所療養介護の利用に係る費用が保険給
　付の対象となり得ることを踏まえ、指定
　短期入所療養介護事業者は、利用申込者
　が要介護認定を受けていないことを確認
　した場合には、要介護認定の申請が既に
　行われているかどうかを確認し、申請が
　行われていない場合は、当該利用申込者
　の意思を踏まえて速やかに当該申請が行
　われるよう必要な援助を行わなければな
　らないこととしたものである。

適 ・ 否

適 ・ 否
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条例第203
条(第19条
第2項準
用)

②　同条第2項は、当該指定短期入所療養介
　護の提供日、提供した具体的なサービス
　の内容、利用者の心身の状況その他必要
　な事項を記録するとともに、サービス事
　業者間の密接な連携等を図るため、利用
　者からの申出があった場合には、文書の
　交付その他適切な方法により、その情報
　を利用者に対して提供しなければならな
　いこととしたものである。
　　また「その他適切な方法」とは、例え
　ば、利用者の用意する 、手帳等に記載す
　るなどの方法である。

をあらかじめ市町村に届け出て、②その居宅
サービス計画に基づく指定居宅サービスを受け
る利用者のことをいう。このとき、居宅介護支
援事業者は、指定事業者(第1号イ)のほか、基
準該当事業者(第1号ロ)も含む。

　指定短期入所療養介護事業者は、居宅
サービス計画(省令第64条第1号ハ及びニに
規定する計画を含む。以下同じ。)が作成
されている場合は、当該計画に沿った指定
短期入所療養介護を提供しなければならな
い。

条例第203
条(第16条
準用)

※　「施行規則第64条第1号ハ及びニに規定す
る計画」とは、小規模多機能型居宅介護事業所
で作成した居宅サービス計画(ハ)及び被保険者
(利用者)が自分で作成し、市町村に届け出た計
画(ニ)をいう。

11.サービス提供の記録

(1) 指定短期入所療養介護事業者は、指
　定短期入所療養介護を提供した際に
　は、当該指定短期入所療養介護の提供
　日及び内容、当該指定短期入所療養介
　護について法第41条第6項の規定によ
　り利用者に代わって支払を受ける居宅
　介護サービス費の額その他必要な事項
　を、利用者の居宅サービス計画を記載
　した書面又はこれに準ずる書面に記載
　しなければならない。

条例第203
条(第19条
第1項準
用)

条例第192
条第1項

(1) 利用料等の受領
　①　居宅基準第145条第1項及び第2項の規
　　定は、指定訪問介護に係る第20条第1項
　　及び第2項の規定と同趣旨であるため、
　　第3の一〔訪問介護〕の3の(11)の①及
　　び②を参照されたい。

※　第3の一〔訪問介護〕の3の(11)より
　①　居宅基準第20条第1項は、指定短期入
　　所療養介護事業者は、法定代理受領サ
　　ービスとして提供される指定短期入所
　　療養介護についての利用者負担とし
　　て、居宅介護サービス費用基準額の1
　　割、2割又は3割（法第50条若しくは
　　第60条又は第69条第5項の規定の適用に
　　より保険給付の率が9割、8割又は7割で
　　ない場合については、それに応じた割
　　合）の支払を受けなければならないこ
　　とを規定したものである。

12.利用料等の受領

(10) サービスの提供の記録
　①　居宅基準第19条第1項は、利用者及び
　　サービス事業者が、その時点での支給
　　限度額の残額やサービスの利用状況を
　　把握できるようにするために、指定短
　　期入所療養介護事業者は、指定短期入
　　所療養介護を提供した際には、当該指
　　定短期入所療養介護の提供日、内容
　　〔中略〕、保険給付の額その他必要な
　　事項を、利用者の居宅サービス計画の
　　書面又はサービス利用票等に記載しな
　　ければならないこととしたものであ
　　る。

(1) 指定短期入所療養介護事業者は、法
　定代理受領サービスに該当する指定短
　期入所療養介護を提供したときは、そ
　の利用者から利用料の一部として、当
　該指定短期入所療養介護に係る居宅介
　護サービス費用基準額から当該指定短
　期入所療養介護事業者に支払われる居
　宅介護サービス費の額を控除して得た
　額の支払を受けるものとする。

適 ・ 否

(2) 指定短期入所療養介護事業者は、指
　定短期入所療養介護を提供した際に
　は、提供した具体的なサービスの内容
　等を記録するとともに、利用者からの
　申出があった場合には、文書の交付そ
　の他適切な方法により、その情報を利
　用者に対して提供しなければならな
　い。

適 ・ 否

10.居宅サービス計画に沿ったサービスの提供

適 ・ 否
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１　条例第192条第3項の規則で定める費用
は、次に掲げるものとする。

　　ニ　厚生労働大臣の定める基準に基づ
　　　き利用者が選定する特別な食事の提
　　　供を行ったことに伴い必要となる費
　　　用

　　イ　食事の提供に要する費用(法第51条
　　　の2第1項の規定により特定入所者介
　　　護サービス費が利用者に支給された
　　　場合は、法第51条の2第2項第1号に規
　　　定する食費の基準費用額（法第51条
　　　の2第4項の規定により当該特定入所
　　　者介護サービス費等が利用者に代わ
　　　り当該指定短期入所療養介護事業者
　　　に支払われた場合は、法第51条の2
　　　第2項第1号に規定する食費の負担額)
　　　を限度とする。)

　　ロ　滞在に要する費用(法第51条の2第1
　　　項の規定により特定入所者介護サー
　　　ビス費等が利用者に支給された場合
　　　は、法第51条の2第2項第2号に規定す
　　　る居住費の基準費用額(法第51条の2
　　　第4項の規定により当該特定入所者介
　　　護サービス費等が利用者に代わり当
　　　該指定短期入所療養介護事業者に支
　　　払われた場合は、法第51条の2第2項
　　　第2号に規定する居住費の負担限度額
　　　)を限度とする。)

　②　居宅基準第145条第3項は、指定短期
　　入所療養介護事業者は、指定短期入所
　　療養介護の提供に関して、

条例第192
条第2項

　②　同条第2項は、利用者間の公平及び利
　　用者の保護の観点から、法定代理受領
　　サービスでない指定短期入所療養介護
　　を提供した際に、その利用者から支払
　　を受ける利用料の額と、法定代理受領
　　サービスである指定短期入所療養介護
　　に係る費用の額の間に、一方の管理経
　　費の他方への転嫁等による不合理な差
　　額を設けてはならないこととしたもの
　　である。
　　　なお、そもそも介護保険給付の対象
　　となる指定短期入所療養介護のサービ
　　スと明確に区分されるサービスについ
　　ては、次のような方法により別の料金
　　設定をして差し支えない。
　　イ　利用者に、当該事業が指定短期入
　　　所療養介護の事業とは別事業であ
　　　り、当該サービスが介護保険給付の
　　　対象とならないサービスであること
　　　を説明し、理解を得ること。
　　ロ　当該事業の目的、運営方針、利用
　　　料等が、指定短期入所療養介護事業
　　　所の運営規程とは別に定められてい
　　　ること。
　　ハ　会計が指定短期入所療養介護の事
　　　業の会計と区分されていること。

(3) 指定短期入所療養介護事業者は、前
　2項の支払を受ける額のほか、規則で
　定める費用の額の支払を利用者から受
　けることができる。

条例第192
条第3項

　二　滞在に要する費用（法第51条の3
　　第1項の規定により特定入所者介護
　　サービス費が利用者に支給された
　　場合は、同条第2項第2号に規定す
　　る居住費の基準費用額（同条第4項
　　の規定により当該特定入所者介護
　　サービス費が利用者に代わり当該
　　指定短期入所療養介護事業者に支
　　払われた場合は、同条第2項第2号
　　に規定する居住費の負担限度額）
　　を限度とする。）

　三　基準省令第145条第3項第3号の厚
　　生労働大臣の定める基準に基づき
　　利用者が選定する特別な療養室等
　　の提供を行ったことに伴い必要と
　　なる費用

　　ハ　厚生労働大臣の定める基準に基づ
　　　き利用者が選定する特別な療養室等
　　　の提供を行ったことに伴い必要とな
　　　る費用

(2) 指定短期入所療養介護事業者は、法
　定代理受領サービスに該当しない指定
　短期入所療養介護を提供したときにそ
　の利用者から支払を受ける利用料の額
　と、指定短期入所療養介護に係る居宅
　介護サービス費用基準額との間に、不
　合理な差額が生じないようにしなけれ
　ばならない。

　四　基準省令第145条第3項第4号の厚
　　生労働大臣の定める基準に基づき
　　利用者が選定する特別な食事の提
　　供を行ったことに伴い必要となる
　　費用
　※　厚生労働大臣の定める利用者等

　一　食事の提供に要する費用（法第
　　51条の3第1項の規定により特定入
　　所者介護サービス費が利用者に支
　　給された場合は、同条第2項第1号
　　に規定する食費の基準費用額（同
　　条第4項の規定により当該特定入所
　　者介護サービス費が利用者に代わ
　　り当該指定短期入所療養介護事業
　　者に支払われた場合は、同条第2項
　　第1号に規定する食費の負担限度
　　額）を限度とする。）

平25県規
則42第43
条第1項
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　六　理美容代 　　ヘ　理美容代

　　ホ　送迎に要する費用(厚生労働大臣が
　　　別に定める場合を除く。)

　　ト　前各号に掲げるもののほか、指定
　　　短期入所療養介護において提供され
　　　る便宜のうち、日常生活においても
　　　通常必要となるものに係る費用で
　　　あって、その利用者に負担させるこ
　　　とが適当と認められるもの

(4) 指定短期入所療養介護事業者は、前
　項に掲げる費用の額に係るサービスの
　提供に当たっては、あらかじめ、利用
　者又はその家族に対し当該サービスの
　内容及び費用を記した文書を交付して
　説明を行い、利用者の同意を得なけれ
　ばならない。ただし、前項の規則で定
　める費用の額のうち規則で定める費用
　に係る同意については、文書によるも
　のとする。

３　条例第192条第4項の規則で定める費用
は、第1項第1号から第4号までに掲げるも
のとする。

平25県規
則42第43
条第3項

条例第192
条第4項

　指定短期入所療養介護事業者は、法定代
理受領サービスに該当しない指定短期入所
療養介護に係る利用料の支払を受けた場合
は、提供した指定短期入所療養介護の内
容、費用の額その他必要と認められる事項
を記載したサービス提供証明書を利用者に
対して交付しなければならない。

　　については、前2項の利用料のほかに利
　　用者から支払いを受けることができる
　　こととし、保険給付の対象となってい
　　るサービスと明確に区分されないあい
　　まいな名目による費用の支払を受ける
　　ことは認めないこととしたものであ
　　る。
　　　なお、イからニまでの費用について
　　は、指針及び特別な居室等の基準等に
　　定めるところによるものとし、トの費
　　用の具体的な範囲については、別に通
　　知するところによるものとする。

※　通所介護等における日常生活に要
　する費用の取扱いについて（平成12
　年3月30日老企第54号）

13.保険給付の請求のための証明書の交付

(12)保険給付の請求のための証明書の交
　付
　　居宅基準第21条は、利用者が市町村に
　対する保険給付の請求を容易に行えるよ
　う、指定短期入所療養介護事業者は、法
　定代理受領サービスでない指定短期入所
　療養介護に係る利用料の支払を受けた場
　合は、提供した指定短期入所療養介護の
　内容、費用の額その他利用者が保険給付
　を請求する上で必要と認められる事項を
　記載したサービス提供証明書を利用者に
　対して交付しなければならないこととし
　たものである。

条例第203
条(第21条
準用)

　③　居宅基準第145条第5項は、指定短期
　　入所療養介護事業者は、同条第3項の費
　　用の支払を受けるに当たっては、あら
　　かじめ、利用者又はその家族に対し
　　て、その額等を記載した書類を交付し
　　て、説明を行い、利用者の同意を得な
　　ければならないこととしたものであ
　　る。また、同項第1号から第4号までの
　　利用料に係る同意については、文書に
　　よって得なければならないこととした
　　ものである。

　※　厚生労働大臣の定める利用者等
　　が選定する特別な居室等の提供に
　　係る基準等（平成12年3月30日厚
　　生省告示第123号）

　七　前各号に掲げるもののほか、指
　　定短期入所療養介護において提供
　　される便宜のうち、日常生活にお
　　いても通常必要となるものに係る
　　費用であって、その利用者に負担
　　させることが適当と認められるも
　　の

２　前項第1号から第4号までに掲げる費用
については、基準省令第145条第4項の厚生
労働大臣が定めるところによるものとす
る。

　※　居住、滞在及び宿泊並びに食事
　　の提供に係る利用料等に関する指
　　針（平成17年9月7日厚生労働省告
　　示第419号）

　五　送迎に要する費用（基準省令第
　　145条第3項第5号の厚生労働大臣が
　　別に定める場合を除く。）
　※　指定居宅サービスに要する費用
　　の額の算定に関する基準（平成12
　　年2月10日厚生省告示第19号）
　　〔送迎加算〕

平25県規
則42第43
条第2項

適 ・ 否
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(7) 指定短期入所療養介護事業者は、自
　らその提供する指定短期入所療養介護
　の質の評価を行い、常にその改善を図
　らなければならない。

条例第193
条第7項

条例第193
条第2項

条例第193
条第1項

(5) 指定短期入所療養介護事業者は、前
　項の身体的拘束等を行う場合には、そ
　の態様及び時間、その際の利用者の心
　身の状況並びに緊急やむを得ない理由
　を記録しなければならない。

※　身体的拘束等の適正化のための
　措置は、令和7年3月31日まで努力
　義務（令和7年4月1日から義務
　化）。
　（令和6年条例第34号附則）

条例第193
条第3項

①　居宅基準第146条第2項に定める「相当
　期間以上」とは、概ね4日以上連続して利
　用する場合を指すこととするが、4日未満
　の利用者にあっても、利用者を担当する
　居宅介護支援事業者等と連携をとること
　等により、利用者の心身の状況を踏まえ
　て必要な療養を提供するものとする。

(1) 指定短期入所療養介護事業者は、利
　用者の要介護状態の軽減又は悪化の防
　止に資するよう、認知症の状況等利用
　者の心身の状況を踏まえて、当該利用
　者の療養を妥当適切に行わなければな
　らない。

14.指定短期入所療養介護の取扱方針

(2) 指定短期入所療養介護の取扱方針

(6) 指定短期入所療養介護事業者は、身
　体的拘束等の適正化を図るため、次に
　掲げる措置を講じなければならない。
　一　身体的拘束等の適正化のための対
　　策を検討する委員会（テレビ電話装
　　置等を活用して行うことができるも
　　のとする。）を３月に１回以上開催
　　するとともに、その結果について、
　　介護職員その他の従業者に周知徹底
　　を図ること。
　二　身体的拘束等の適正化のための指
　　針を整備すること。
　三　介護職員その他の従業者に対し、
　　身体的拘束等の適正化のための研修
　　を定期的に実施すること。

条例第193
条第6項

②　指定短期入所療養介護事業者は、身体
　的拘束等の容態及び時間、その際の利用
　者の心身の状況並びに緊急やむを得ない
　理由等を記録しなければならないことと
　したものである。
　　また、緊急やむを得ない理由について
　は、切迫性、非代替性及び一時性の３つ
　の要件を満たすことについて、組織等と
　してこれらの要件の確認等の手続きを極
　めて慎重に行うこととし、その具体的な
　内容について記録しておくことが必要で
　ある。
　　なお、当該記録は主治医が診療録に行
　わなければならないものとする。

③　居宅基準第146条第６項第１号の「身体
　的拘束等の適正化のための対策を検討す
　る委員会」とは、身体的拘束等の適正化
　のための対策を検討する委員会であり、
　委員会の構成メンバーは、事業所の管理
　者及び従業者より構成する場合のほか、
　これらの職員に加えて、第三者や専門家
　を活用した構成とすることが望ましく、
　その方策として、精神科専門医等の専門
　医の活用等も考えられる。また、関係す
　る職種、取り扱う事項等が相互に関係が
　深いと認められる他の会議体を設置して
　いる場合、これと一体的に設置・運営す
　ることとして差し支えない。
　　また、身体的拘束等適正化検討委員会
　は、テレビ電話装置等を活用して行うこ
　とができるものとする。この際、個人情
　報保護委員会・厚生労働省「医療・介護
　関係事業者における個人情報の適切な取
　扱いのためのガイダンス」、厚生労働省
　「医療情報システムの安全管理に関する
　ガイドライン」等を遵守すること。
　　指定短期入所療養介護事業者が、報
　告、改善のための方策を定め、周知徹底
　する目的は、身体的拘束等の適正化につ
　いて、施設全体で情報共有し、今後の再
　発防止につなげるためのものであり、決
　して従業者の懲罰を目的としたものでは
　ないことに留意することが必要である。
　　具体的には、次のようなことを想定し
　ている。
　イ　身体的拘束等について報告するため
　　の様式を整備すること。
　ロ　介護従業者その他の従業者は、身体
　　的拘束等の発生ごとにその状況、背景
　　等を記録するとともに、イの様式に従
　　い、身体的拘束等について報告するこ
　　と。

適 ・ 否

(2) 指定短期入所療養介護は、相当期間
　以上にわたり継続して入所する利用者
　については、次条第一項に規定する短
　期入所療養介護計画に基づき、漫然か
　つ画一的なものとならないよう配意し
　て行わなければならない。

(3) 短期入所療養介護従業者は、指定短
　期入所療養介護の提供に当たっては、
　懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家
　族に対し、療養上必要な事項につい
　て、理解しやすいように指導又は説明
　を行わなければならない。

条例第193
条第4項

条例第193
条第5項

(4) 指定短期入所療養介護事業者は、指
　定短期入所療養介護の提供に当たって
　は、当該利用者又は他の利用者等の生
　命又は身体を保護するため緊急やむを
　得ない場合を除き、身体的拘束等を
　行ってはならない。

11 短期入所療養介護
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　ハ　身体的拘束等適正化検討委員会にお
　　いて、ロにより報告された事例を集計
　　し、分析すること。
　ニ　事例の分析に当たっては、身体的拘
　　束等の発生時の状況等を分析し、身体
　　的拘束等の発生原因、結果等をとりま
　　とめ、当該事例の適正性と適正化策を
　　検討すること。
　ホ　報告された事例及び分析結果を従業
　　者に周知徹底すること。
　へ　適正化策を講じた後に、その効果に
　　ついて評価すること。

④　指定短期入所療養介護事業者が整備す
　る「身体的拘束等の適正化のための指
　針」には、次のような項目を盛り込むこ
　ととする。
　イ　事業所における身体的拘束等の適正
　　化に関する基本的考え方
　ロ　身体的拘束等適正化検討委員会その
　　他事業所内の組織に関する事項
　ハ　身体的拘束等の適正化のための職員
　　研修に関する基本方針
　ニ　事業所内で発生した身体的拘束等の
　　報告方法等のための方策に関する基本
　　方針
　ホ　身体的拘束等発生時の対応に関する
　　基本方針
　へ　利用者等に対する当該指針の閲覧に
　　関する基本方針
　ト　その他身体的拘束等の適正化の推進
　　のために必要な基本方針

⑤　介護従業者その他の従業者に対する身
　体的拘束等の適正化のための研修の内容
　としては、身体的拘束等の適正化の基礎
　的内容等の適切な知識を普及・啓発する
　とともに、当該指定短期入所療養介護事
　業者における指針に基づき、適正化の徹
　底を行うものとする。
　　職員教育を組織的に徹底させていくた
　めには、当該指定短期入所療養介護事業
　者が指針に基づいた研修プログラムを作
　成し、定期的な教育（年２回以上）を開
　催するとともに、新規採用時には必ず身
　体的拘束等の適正化の研修を実施するこ
　とが重要である。
　　また、研修の実施内容についても記録
　することが必要である。研修の実施は、
　職員研修事業所内での研修で差し支えな
　い。

(1) 指定短期入所療養介護事業所の管理
　者は、相当期間以上にわたり継続して
　入所することが予定される利用者につ
　いては、利用者の心身の状況、病状、
　希望及びその置かれている環境並びに
　医師の診療の方針に基づき、指定短期
　入所療養介護の提供の開始前から終了
　後に至るまでの利用者が利用するサー
　ビスの継続性に配慮して、他の短期入
　所療養介護従業者と協議の上、サービ
　スの目標、当該目標を達成するための
　具体的なサービスの内容等を記載した
　短期入所療養介護計画を作成しなけれ
　ばならない。

(2) 短期入所療養介護計画は、既に居宅
　サービス計画が作成されている場合

条例第194
条第2項

条例第194
条第1項

(3) 短期入所療養介護計画の作成
　①　指定短期入所療養介護事業者は、施
　　設に介護支援専門員がいる場合には、
　　介護支援専門員に短期入所療養介護計
　　画作成のとりまとめを行わせること。
　　介護支援専門員がいない場合には、療
　　養介護計画作成の経験を有する者に作
　　成をさせることが望ましい。

　②　短期入所療養介護計画は利用者の心
　　身の状況、病状、希望及びその置かれ
　　ている環境を踏まえて作成されなけれ
　　ばならないものであり、サービス内容
　　等への利用者の意向の反映の機会を保
　　証するため、指定短期入所療養介護事
　　業所の管理者は、短期入所療養介護計

15.短期入所療養介護計画の作成

適 ・ 否
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　医師の診療の方針は、次に掲げるところ
によるものとする。

　二　診療に当たっては、常に医学の立
　　場を堅持して、利用者の心身の状況
　　を観察し、要介護者の心理が健康に
　　及ぼす影響を十分配慮して、心理的
　　な効果をもあげることができるよう
　　適切な指導を行うこと。

　三　常に利用者の病状及び心身の状況
　　並びに日常生活及びその置かれてい
　　る環境の的確な把握に努め、利用者
　　又はその家族に対し、適切な指導を
　　行うこと。
　四　検査、投薬、注射、処置等は、利
　　用者の病状に照らして妥当適切に行
　　うこと。

　五　特殊な療法又は新しい療法等につ
　　いては、基準省令第148条第5号の厚
　　生労働大臣が定めるもののほか行っ
　　てはならないこと。

　六　基準省令第148条第6号の厚生労働
　　大臣が定める医薬品以外の医薬品を
　　利用者に施用し、又は処方してはな
　　らないこと。

(3) 指定短期入所療養介護事業所の管理
　者は、短期入所療養介護計画の作成に
　当たっては、その内容について利用者
　又はその家族に対して説明し、利用者
　の同意を得なければならない。

条例第194
条第3項

(4) 指定短期入所療養介護事業所の管理
　者は、短期入所療養介護計画を作成し
　た際には、当該短期入所療養介護計画
　を利用者に交付しなければならない。

条例第194
条第4項

　一　診療は、一般に医師として診療の
　　必要性があると認められる疾病又は
　　負傷に対して、的確な診断を基と
　　し、療養上妥当適切に行うこと。

16.診療の方針

条例第195
条

(4) 診療の方針
　　短期入所入所療養介護事業所の医師
　は、常に利用者の病床や心身の状態の把
　握に努めること。特に、診療に当たって
　は、的確な診断をもととし、入所者に対
　して必要な検査、投薬、処置等を妥当適
　切に行うものとする。

適 ・ 否

　③　短期入所療養介護計画の作成に当
　　たっては、居宅におけるケアプランを
　　考慮しつつ、利用者の日々の療養状況
　　に合わせて作成するものとする。

　④　居宅サービス計画に基づきサービス
　　を提供している指定短期入所療養介護
　　事業者については、第三の一の３の
　　(14)の⑥を準用する。

　は、当該計画の内容に沿って作成しな
　ければならない。

※　第三の一の３（14）より
　⑥　指定居宅介護支援等の事業の人員及
　　び運営に関する基準（平成11年厚生省
　　令第38号）第13条第12号において「介
　　護支援専門員は、居宅サービス計画に
　　位置付けた指定居宅サービス事業者等
　　に対して、指定居宅サービス等基準に
　　おいて位置付けられている計画の提出
　　を求めるものとする」と規定している
　　ことを踏まえ、居宅サービス計画に基
　　づきサービスを提供している指定短期
　　入所療養介護事業者は、当該居宅サー
　　ビス計画を作成している指定居宅介護
　　支援事業者から短期入所療養介護計画
　　の提供の求めがあった際には、当該短
　　期入所療養介護計画を提供することに
　　協力するよう努めるものとする。

　　画の作成に当たっては、その内容等を
　　説明した上で利用者の同意を得なけれ
　　ばならず、また、当該短期入所療養介
　　護計画を利用者に交付しなければなら
　　ない。
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適 ・ 否

17.機能訓練

(6) 看護及び医学的管理の下における介護

①　入浴の実施に当たっては、利用者の心
　身の状況は自立支援を踏まえて、特別浴
　槽や介助浴等適切な方法により実施する
　ものとする。なお、利用者の心身の状況
　から入浴が困難である場合には、清しき
　を実施するなど利用者の清潔保持に努め
　るものとする。

条例第197
条第4項

(3) 指定短期入所療養介護事業者は、利
　用者の病状及び心身の状況に応じ、適
　切な方法により、排せつの自立につい
　て必要な援助を行わなければならな
　い。

　七　入院患者の病状の急変等により、
　　自ら必要な医療を提供することが困
　　難であると認めたときは、他の医師
　　の対診を求める等診療について適切
　　な措置を講じなければならないこ
　　と。

(5) 指定短期入所療養介護事業者は、前
　各項に定めるほか、利用者に対し、離
　床、着替え、整容その他日常生活上の
　世話を適切に行わなければならない。

(2) 指定短期入所療養介護事業者は、1
　週間に2回以上、適切な方法により、
　利用者を入浴させ、又は清しきしなけ
　ればならない。

(1) 看護及び医学的管理の下における介
　護は、利用者の自立の支援と日常生活
　の充実に資するよう、利用者の病状及
　び心身の状況に応じ、適切な技術を
　もって行われなければならない。

(6) 指定短期入所療養介護事業者は、そ
　の利用者に対して、利用者の負担によ
　り、当該指定短期入所療養介護事業者
　の従業者以外の者による看護及び介護
　を受けさせてはならない。

条例第198
条第1項

条例第198
条第2項

条例第196
条

18.看護及び医学的管理の下における介護

②　排せつの介護に当たっては、利用者の
　心身状況や排せつ状況などをもとに自立
　支援の観点から、トイレ誘導や排せつ介
　助等について適切な方法により実施する
　ものとする。おむつを使用せざるを得な
　い場合には、利用者の心身及び活動状況
　に適したおむつを提供し、適切におむつ
　を交換するものとする。

(4) 指定短期入所療養介護事業者は、お
　むつを使用せざるを得ない利用者のお
　むつを適切に取り替えなければならな
　い。

(7) 食事の提供
　①　食事の提供について
　　　個々の入所者の栄養状態に応じて、
　　摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮し
　　た栄養管理を行うように努めるととも
　　に、利用者の栄養状態、身体の状況並
　　びに病状及び嗜好を定期的に把握し、
　　それに基づき計画的な食事の提供を行
　　うこと。
　　　また、利用者の自立の支援に配慮
　　し、できるだけ離床して食堂で行われ
　　るよう努めなければならないこと。
　　　なお、転換型の療養病床等であって
　　食堂がない場合には、できるだけ離床
　　して食事が食べられるよう努力をしな
　　ければならないものとする。

条例第197
条第1項

適 ・ 否

適 ・ 否

条例第197
条第3項

条例第197
条第2項

　指定短期入所療養介護事業者は、利用者
の心身の諸機能の維持回復を図り、日常生
活の自立を助けるため、必要な理学療法、
作業療法その他必要なリハビリテーション
を行わなければならない。

条例第197
条第6項

条例第197
条第5項

(2) 利用者の食事は、その者の自立の支
　援に配慮し、できるだけ離床して食堂
　で行われるよう努めなければならな
　い。

(5) 機能訓練
　リハビリテーションの提供に当たっては、利
用者の心身の状況及び家庭環境等を十分に踏ま
えて、日常生活の自立を助けるため、必要に応
じて提供しなければならないものとする。

19.食事の提供

(1) 利用者の食事は、栄養並びに利用者
　の身体の状況、病状及び嗜好を考慮し
　たものとするとともに、適切な時間に
　行われなければならない。
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21.利用者に関する市町村への通知

適 ・ 否(15) 利用者に関する市町村への通知
　居宅基準第26条は、偽りその他不正な行為に
よって保険給付を受けた者及び自己の故意の犯
罪行為又は重大な過失等により、要介護状態又
はその原因となった事故を生じさせるなどした
者については、市町村が、法第22条第1項に基
づく既に支払った保険給付の徴収又は法第64条
に基づく保険給付の制限を行うことができるこ
とに鑑み、指定短期入所療養介護事業者が、そ
の利用

　指定短期入所療養介護事業者は、指定短
期入所療養介護を受けている利用者が次の
各号のいずれかに該当する場合は、遅滞な
く、意見を付してその旨を市町村に通知し
なければならない。

一　正当な理由なしに指定短期入所療養
　介護の利用に関する指示に従わないこ
　とにより、要介護状態の程度を増進さ
　せたと認められるとき。

条例第203
条(第26条
準用)

　④　食事の提供に関する業務の委託につ
　　いて
　　　食事の提供に関する業務は指定短期
　　入所療養介護事業者自らが行うことが
　　望ましいが、栄養管理、調理管理、材
　　料管理、施設等管理、業務管理、衛生
　　管理、労働衛生管理について事業者自
　　らが行う等、当該事業者の管理者が業
　　務遂行上必要な注意を果たし得るよう
　　な体制と契約内容により、食事サービ
　　スの質が確保される場合には、当該事
　　業者の最終的責任の下で第三者に委託
　　することができること。

　③　適時の食事の提供について
　　　食事時間は適切なものとし、夕食時
　　間は午後6時以降とすることが望ましい
　　が、早くても午後5時以降とすること。

(2) 指定短期入所療養介護事業者は、常
　に利用者の家族との連携を図るよう努
　めなければならない。

適 ・ 否

　②　調理について
　　　調理は、あらかじめ作成された献立
　　に従って行うとともに、その実施状況
　　を明らかにしておくこと。

　⑤　療養室関係部門と食事関係部門との
　　連携について
　　　食事提供については、利用者の嚥下
　　や咀嚼の状況、食欲などの心身の状態
　　等を当該利用者の食事に的確に反映さ
　　せるために、療養室等関係部門と食事
　　関係部門との連絡がとられていること
　　が必要であること。

20.その他のサービスの提供

(1) 指定短期入所療養介護事業者は、適
　宜利用者のためのレクリエーション行
　事を行うよう努めるものとする。

条例第199
条第1項

条例第199
条第2項

　⑥　栄養食事相談
　　　利用者に対しては適切な栄養食事相
　　談を行う必要があること。

　⑦　食事内容の検討について
　　　食事内容については、当該事業者の
　　医師又は栄養士を含む会議において検
　　討が加えられなければならないこと。
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条例第203
条(第55条
第2項準
用)

(4) 管理者の責務
　　居宅基準第52条は、指定短期入所療養
　介護事業所の管理者の責務を、指定短期
　入所療養介護事業所の従業者の管理及び
　指定短期入所療養介護の利用の申込みに
　係る調整、業務の実施状況の把握その他
　の管理を一元的に行うとともに、当該指
　定短期入所療養介護事業所の従業者に居
　宅基準の第10章第4節の規定を遵守させる
　ため必要な指揮命令を行うこととしたも
　のである。

　※　「この節の規定」とは、短期入所療
　　養介護の運営に関する基準を指す。

(1) 指定短期入所療養介護事業所の管理
　者は、指定短期入所療養介護事業所の
　従業者の管理及び指定短期入所療養介
　護の利用の申込みに係る調整、業務の
　実施状況の把握その他の管理を一元的
　に行うものとする。

(2) 指定短期入所療養介護事業所の管理
　者は、当該指定短期入所療養介護事業
　所の従業者にこの節の規定を遵守させ
　るため必要な指揮命令を行うものとす
　る。

条例第200
条

23.運営規程

者に関し、保険給付の適正化の観点から市町村
に通知しなければならない事由を列記したもの
である。

二　偽りその他不正な行為によって保険
　給付を受け、又は受けようとしたと
　き。

適 ・ 否

条例第203
条(第55条
第1項準
用)

適 ・ 否

22.管理者の責務

(8) 運営規程
　居宅基準第153条第8号の「その他運営に関す
る重要事項」にあたっては、当該利用者又は他
の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急
やむを得ない場合に身体的拘束等を行う際の手
続きについて定めておくことが望ましい。

※　第3の一の3(19)より
〔略〕なお、同一事業者が同一敷地内にある事
業所において、複数のサービス種類について事
業者指定を受け、それらの事業を一体的に行う
場合においては、運営規程を一体的に作成する
ことも差し支えない〔略〕。
　①　従業者の職種、員数及び職務の内容
　　　　　　　　　　　　　　（第２号）
　　　従業者の「員数」は日々変わりうる
　　ものであるため、業務負担軽減等の観
　　点から、規程を定めるに当たっては、
　　居宅基準第５条において置くべきとさ
　　れている員数を満たす範囲において、
　　「○人以上」と記載することも差し支
　　えない（居宅基準第８条に規定する重
　　要事項を記した文書に記載する場合に
　　ついても、同様とする。）（以下、他
　　のサービス種類についても同趣旨。）
　②　〔略〕
　③　利用料その他の費用の額（第3号）
　　　「利用料」としては、法定代理受領
　　サービスである指定短期入所療養介護
　　に係る利用料（1割負担、2割負担又は3
　　割負担）及び法定代理受領サービスで
　　ない指定短期入所療養介護の利用料
　　を、「その他の費用の額」としては、
　　居宅基準第145条第3項により徴収が認
　　められている費用の額及び必要に応じ
　　てその他のサービスに係る費用の額を
　　規定するものであること〔略〕。

　④　略
　⑤　虐待の防止のための措置に関する事
　　　　　　　　　　　　　項（第７号）
　　　(31)の虐待の防止に係る、組織内の
　　体制（責任者の選定、従業者への研修
　　方法や研修計画等）や虐待又は虐待が

　指定短期入所療養介護事業者は、次に掲
げる事業運営についての重要事項に関する
規程（以下この章において「運営規程」と
いう。）を定めておかなければならない。

一　事業の目的及び運営の方針
二　従業者の職種、員数及び職務の内容
三　指定短期入所療養介護の内容及び利
　用料その他の費用の額
四　通常の送迎の実施地域
五　施設利用に当たっての留意事項
六　非常災害対策
七　虐待の防止のための措置に関する事
　項
八　その他運営に関する重要事項
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(1) 指定短期入所療養介護事業者は、利
　用者に対し適切な指定短期入所療養介
　護を提供できるよう、指定短期入所療
　養介護事業所ごとに従業者の勤務の体
　制を定めておかなければならない。

(5) 勤務体制の確保等
　　居宅基準第101条は、利用者に対する適
　切な指定短期入所療養介護の提供を確保
　するため、職員の勤務体制等について規
　定したものであるが、このほか次の点に
　留意するものとする。

条例第203
条(第107
条第1項準
用)

24.勤務体制の確保等

①　指定短期入所療養介護事業所ごとに、
　原則として月ごとの勤務表を作成し、指
　定短期入所療養介護従業者の日々の勤務
　時間、常勤・非常勤の別、専従の生活相
　談員、看護職員、介護職員及び機能訓練
　指導員の配置、管理者との兼務関係等を
　明確にすること。

③　同条第３項の規定は、指定訪問入浴介
　護に係る居宅基準第53条の２第３項と基
　本的に同趣旨であるため、第３の二の３
　の(6)③を参照されたいこと。

※　第３の二の３(6)
③ 同条第３項前段は、当該指定短期入所療
　養介護事業所の従業者の質の向上を図る
　ため、研修機関が実施する研修や当該事
　業所内の研修への参加の機会を計画的に

条例第203
条(第107
条第3項準
用)

適 ・ 否

②　同条第2項は、原則として、当該指定短
　期入所療養介護事業所の従業者たる指定
　短期入所療養介護従業者によって指定短
　期入所療養介護を提供するべきである
　が、調理、洗濯等の利用者の処遇に直接
　影響を及ぼさない業務については、第三
　者への委託等を行うことを認めるもので
　あること。

※　第3の八の3(13)より
　②　指定短期入所療養介護の内容(第三
　　号)
　　　「指定短期入所療養介護の内容」に
　　ついては、送迎の有無を含めたサービ
　　スの内容を指すものであること(略)
　③　通常の送迎の実施地域(第四号)
　　　通常の送迎の実施地域は、客観的に
　　その区域が特定されるものとするこ
　　と。なお、通常の送迎の実施地域は、
　　送迎に係る費用の徴収等の目安であ
　　り、当該地域以外の地域に居住する被
　　保険者に対して送迎が行われることを
　　妨げるものではないものであること
　　　(略)
　④　施設利用に当たっての留意事項(第五
　　号)
　　　利用者が指定短期入所療養介護の提
　　供を受ける際の、利用者側が留意すべ
　　き事項(入所生活上のルール、設備の利
　　用上の留意事項等)を指すものであるこ
　　と(略)。

※　第3の六の3(4)より
　⑤　非常災害対策(第六号)
　　　(7)の非常災害に関する具体的計画を
　　指すものであること(略)

　　方法や研修計画等）や虐待又は虐待が
　　疑われる事案（以下「虐待等」とい
　　う。）が発生した場合の対応方法等を
　　指す内容であること（以下、他のサー
　　ビス種類についても同趣旨。）。

(3) 指定短期入所療養介護事業者は、指
　定短期入所療養介護従業者の資質の向
　上のために、その研修の機会を確保し
　なければならない。
　　その際、当該短期入所療養介護事業
　者は、全ての短期入所療養介護従業者
　（看護師、准看護師、介護福祉士、介
　護支援専門員、法第8条第2項に規定
　する政令で定める者等の資格を有する
　者その他これに類する者を除く。）に

(2)指定短期入所療養介護事業者は、指
　定短期入所療養介護事業所ごとに、当
　該指定短期入所療養介護事業所の従業
　者によって指定短期入所療養介護を提
　供しなければならない。ただし、利用
　者の処遇に直接影響を及ぼさない業務
　については、この限りでない。

条例第203
条(第107
条第2項準
用)
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※　第３の一の３の(21)より

イ　事業主が講ずべき措置の具体的内
　容

　事業主が講ずべき措置の具体的な
内容は、事業主が職場における性的
な言動に起因する問題に関して雇用
管理上講ずべき措置等についての指
針（平成18年厚生労働省告示第615
号）及び事業主が職場における優越
的な関係を背景とした言動に起因す
る問題に関して雇用管理上講ずべき
措置等についての指針（令和２年厚
生労働省告示第５号。以下「パワー

④　同条第４項は、雇用の分野における
　男女の均等な機会及び待遇の確保等に
　関する法律（昭和47年法律第113号）
　第11条第１項及び労働施策の総合的な
　推進並びに労働者の雇用の安定及び職
　業生活の充実等に関する法律（昭和41
　年法律第132号）第30条の２第１項の
　規定に基づき、事業主には、職場にお
　けるセクシュアルハラスメントやパ
　ワーハラスメント（以下「職場におけ
　るハラスメント」という。）の防止の
　ための雇用管理上の措置を講じること
　が義務づけられていることを踏まえ、
　規定したものである。事業主が講ずべ
　き措置の具体的内容及び事業主が講じ
　ることが望ましい取組については、次
　のとおりとする。なお、セクシュアル
　ハラスメントについては、上司や同僚
　に限らず、利用者やその家族等から受
　けるものも含まれることに留意するこ
　と。

　確保することとしたものであること。
　　また、同項後段は、介護サービス事業
　者に、介護に直接携わる職員のうち、医
　療・福祉関係の資格を有さない者につい
　て、認知症介護基礎研修を受講させるた
　めに必要な措置を講じることを義務づけ
　ることとしたものであり、これは、介護
　に関わる全ての者の認知症対応力を向上
　させ、認知症についての理解の下、本人
　主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の
　保障を実現していく観点から実施するも
　のであること。
　　当該義務付けの対象とならない者は、
　各資格のカリキュラム等において、認知
　症介護に関する基礎的な知識及び技術を
　習得している者とすることとし、具体的
　には、同条第３項において規定されてい
　る看護師、准看護師、介護福祉士、介護
　支援専門員、実務者研修修了者、介護職
　員初任者研修修了者、生活援助従事者研
　修修了者に加え、介護職員基礎研修課程
　又は訪問介護員養成研修一級課程・二級
　課程修了者、社会福祉士、医師、歯科医
　師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、
　言語聴覚士、精神保健福祉士、管理栄養
　士、栄養士、あん摩マッサージ師、はり
　師、きゅう師等とする。

(4) 指定短期入所療養介護事業者は、適
　切な指定短期入所療養介護の提供を確
　保する観点から、職場において行われ
　る性的な言動又は優越的な関係を背景
　とした言動であって業務上必要かつ相
　当な範囲を超えたものにより短期入所
　療養介護従業者の就業環境が害され
　ることを防止するための方針の明確化
　等の必要な措置を講じなければならな
　い。

条例第203
条(第107
条第4項準
用)

　対し、認知症介護に係る基礎的な研修
　を受講させるために必要な措置を講じ
　なければならない。

④　同条第４項の規定は、指定訪問介護に係る
居宅基準第30条第４項の規定と基本的に同趣旨
であるため、第３の一の３の(21)④を参照され
たいこと。
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ａ　事業主の方針等の明確化及びそ
　の周知・啓発

ロ　事業主が講じることが望ましい取組
　について

ハラスメント指針」という。）にお
いて規定されているとおりである
が、特に留意されたい内容は以下の
とおりである。

　職場におけるハラスメントの内
容及び職場におけるハラスメント
を行ってはならない旨の方針を明
確化し、従業者に周知・啓発する
こと。

ｂ　相談（苦情を含む。以下同じ。
　）に応じ、適切に対応するために
　必要な体制の整備

　相談に対応する担当者をあらか
じめ定めること等により、相談へ
の対応のための窓口をあらかじめ
定め、労働者に周知すること。

　なお、パワーハラスメント防止の
ための事業主の方針の明確化等の措
置義務については、女性の職業生活
における活躍の推進に関する法律等
の一部を改正する法律（令和元年法
律第24号）附則第３条の規定により
読み替えられた労働施策の総合的な
推進並びに労働者の雇用の安定及び
職業生活の充実等に関する法律第30
条の２第１項の規定により、中小企
業（医療・介護を含むサービス業を
主たる事業とする事業主については
資本金が5000万円以下又は常時使用
する従業員の数が100人以下の企業
）は、令和４年４月１日から義務化
となり、それまでの間は努力義務と
されているが、適切な勤務体制の確
保等の観点から、必要な措置を講じ
るよう努められたい。

　パワーハラスメント指針において
は、顧客等からの著しい迷惑行為
（カスタマーハラスメント）の防止
のために、事業主が雇用管理上の配
慮として行うことが望ましい取組の
例として、①相談に応じ、適切に対
応するために必要な体制の整備、②
被害者への配慮のための取組（メン
タルヘルス不調への相談対応、行為
者に対して１人で対応させない等）
及び③被害防止のための取組（マ
ニュアル作成や研修の実施等、業
種・業態等の状況に応じた取組）が
規定されている。介護現場では特
に、利用者又はその家族等からのカ
スタマーハラスメントの防止が求め
られていることから、イ（事業主が
講ずべき措置の具体的内容）の必要
な措置を講じるにあたっては、「介
護現場におけるハラスメント対策マ
ニュアル」、（管理職・職員向け）
研修のための手引き」等を参考にし
た取組を行うことが望ましい。この
際、上記マニュアルや手引きについ
ては、以下の厚生労働省ホームペー
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※　第３の六の３の(6)

条例第203
条(第31条
の2第2項
準用)

　②　業務継続計画には、以下の項目等を
　　記載すること。なお、各項目の記載内
　　容については、「介護施設・事業所に
　　おける新型コロナウイルス感染症発生
　　時の業務継続ガイドライン」及び「介
　　護施設・事業所における自然災害発生
　　時の業務継続ガイドライン」を参照さ
　　れたい。
　　　また、想定される災害等は地域に
　　よって異なるものであることから、項
　　目については実態に応じて設定するこ
　　と。
　　　なお、感染症及び災害の業務継続計
　　画を一体的に策定することを妨げるも
　　のではない。

(3) 指定短期入所療養介護事業者は、定
　期的に業務継続計画の見直しを行い、

(9) 業務継続計画の策定等
　居宅基準第155条の規定により指定短期入所
療養介護の事業について準用される居宅基準第
30条の２の規定については、通所介護と同様で
あるので、第３の六の３の(6)を参照された
い。

25.業務継続計画の策定等

　①　居宅基準第140条の規定により指定
　　短期入所療養介護の事業について準用
　　される居宅基準第30条の２は、指定短
　　期入所療養介護事業者は、感染症や災
　　害が発生した場合にあっても、利用者
　　が継続して指定短期入所療養介護の提
　　供を受けられるよう、業務継続計画を
　　策定するとともに、当該業務継続計画
　　に従い、指定短期入所療養介護従業者
　　に対して、必要な研修及び訓練（シ
　　ミュレーション）を実施しなければな
　　らないこととしたものである。
　　　なお、業務継続計画の策定、研修及
　　び訓練の実施については、居宅基準第
　　155条の規定により指定短期入所生活介
　　護の事業について準用される居宅基準
　　第30条の２に基づき事業所に実施が求
　　められるものであるが、他のサービス
　　事業者との連携等により行うことも差
　　し支えない。
　　　また、感染症や災害が発生した場合
　　には、従業者が連携し取り組むことが
　　求められることから、研修及び訓練の
　　実施にあたっては、全ての従業者が参
　　加できるようにすることが望ましい。

　　イ　感染症に係る業務継続計画
　　　ａ 平時からの備え（体制構築・整

(2) 指定短期入所療養介護事業者は、従
　業者に対し、業務継続計画について周
　知するとともに、必要な研修及び訓練
　を定期的に実施しなければならない。

条例第203
条(第31条

(1) 指定短期入所療養介護事業者は、感
　染症や非常災害の発生時において、利
　用者に対し指定短期入所療養介護の提
　供を継続的に実施するための、及び非
　常の体制における早期の業務再開を図
　るための計画（以下「業務継続計画」
　という。）を策定し、当該業務継続計
　画に従い必要な措置を講じなければな
　らない。

条例第203
条(第31条
の2第1項
準用)

ジに掲載しているので参考にされた
い。
（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpag
e_05120.html）

　加えて、都道府県において、地域
医療介護総合確保基金を活用した介
護職員に対する悩み相談窓口設置事
業や介護事業所におけるハラスメン
ト対策推進事業を実施している場
合、事業主が行う各種研修の費用等
について助成等を行っていることか
ら、事業主はこれらの活用も含め、
介護事業所におけるハラスメント対
策を推進することが望ましい。
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　必要に応じて業務継続計画の変更を行
　うものとする。

一　介護老人保健施設である指定短期入所
療養介護事業所にあっては、利用者を

　指定短期入所療養介護事業者は、次に掲
げる利用者（当該指定短期入所療養介護事
業者が指定介護予防短期入所療養介護事業
者の指定を併せて受け、かつ、指定短期入
所療養介護事業と指定介護予防短期入所療
養介護の事業とが同一の事業所において一
体的に運営されている場合にあっては、当
該事業所における指定短期入所療養介護又
は指定介護予防短期入所療養介護の利用者
をいう。）数以上の利用者に対して同時に
指定短期入所療養介護を行ってはならな
い。ただし、災害、虐待その他のやむを得
ない事情がある場合は、この限りでない。

条例第201
条

26.定員の遵守

適 ・ 否

　　　　備、感染症防止に向けた取組の実
　　　　施、備蓄品の確保等）
　　　ｂ　初動対応
　　　ｃ　感染拡大防止体制の確立（保健
　　　　所との連携、濃厚接触者への対
　　　　応、関係者との情報共有等）
　　ロ　災害に係る業務継続計画
　　　ａ　平常時の対応（建物・設備の安
　　　　全対策、電気・水道等のライフラ
　　　　インが停止した場合の対策、必要
　　　　品の備蓄等）
　　　ｂ　緊急時の対応（業務継続計画発
　　　　動基準、対応体制等）
　　　ｃ　他施設及び地域との連携

(10) 定員の遵守
　居宅基準第154条は、利用者に対する適切な
指定短期入所療養介護の提供を確保するため、
介護老人保健施設及び介護医療院についてはそ
の療養室の全部が指定短期入所療養介護の提供
のために利用できること、病院及び診療所につ
いてはその療養病床等の病床において指定短期
入所療養介護の提供を行わなければならないこ
とを踏まえて、指定短期入所療養介護事業者
は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して
同時に指定短期入所療養介護を行ってはならな
いことを明記したものである。ただし、災害、
虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、
この限りではない。

　④　訓練（シミュレーション）において
　　は、感染症や災害が発生した場合にお
　　いて迅速に行動できるよう、業務継続
　　計画に基づき、事業所内の役割分担の
　　確認、感染症や災害が発生した場合に
　　実践するケアの演習等を定期的（年１
　　回以上）に実施するものとする。
　　　なお、感染症の業務継続計画に係る
　　訓練については、感染症の予防及びま
　　ん延の防止のための訓練と一体的に実
　　施することも差し支えない。
　　　また、災害の業務継続計画に係る訓
　　練については、非常災害対策に係る訓
　　練と一体的に実施することも差し支え
　　ない。
　　　訓練の実施は、机上を含めその実施
　　手法は問わないものの、机上及び実地
　　で実施するものを適切に組み合わせな
　　がら実施することが適切である。

　③　研修の内容は、感染症及び災害に係
　　る業務継続計画の具体的内容を職員間
　　に共有するとともに、平常時の対応の
　　必要性や、緊急時の対応にかかる理解
　　の励行を行うものとする。
　　　職員教育を組織的に浸透させていく
　　ために、定期的（年１回以上）な教育
　　を開催するとともに、新規採用時には
　　別に研修を実施することが望ましい。
　　　また、研修の実施内容についても記
　　録すること。
　　　なお、感染症の業務継続計画に係る
　　研修については、感染症の予防及びま
　　ん延の防止のための研修と一体的に実
　　施することも差し支えない。

の2第3項
準用)

①　介護老人保健施設である指定短期入所
　療養介護事業所にあっては、利用者を当
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27.非常災害対策

③　療養病床を有する病院又は診療所を有
　する病院である指定短期入所療養介護事
　業所にあっては、療養病床又は診療所に
　係る病床数及び療養病床又は診療所に係
　る病室の定員を超えることとなる利用者
　数

(7) 非常災害対策
①　居宅基準第103条は、指定短期入所療
　養介護事業者は、非常災害に際して必要
　な具体的計画の策定、関係機関への通報
　及び連携体制の整備、避難、救出訓練の
　実施等の対策の万全を期さなければなら
　ないこととしたものである。関係機関へ
　の通報及び連携体制の整備とは、火災等
　の災害時に、地域の消防機関へ速やかに
　通報する体制をとるよう従業員に周知徹
　底するとともに、日頃から消防団や地域
　住民との連携を図り、火災等の際に消火
　避難等に協力してもらえるような体制作
　りを求めることとしたものである。なお
　「非常災害に関する具体的計画」とは、
　消防法施行規則第3条に規定する消防計
　画（これに準ずる計画を含む。）及び風
　水害、地震等の災害に対処するための計
　画をいう。この場合、消防計画の策定及
　びこれに基づく消防業務の実施は、消防
　法第8条の規定により防火管理者を置くこ
　ととされている指定短期入所療養介護事
　業所にあってはその者に行わせるものと
　する。
　　また、防火管理者を置かなくてもよい
　こととされている指定短期入所療養介護
　事業所においても、防火管理について責
　任者を定め、その者に消防計画に準ずる
　計画の樹立等の業務を行わせるものとす
　る。

(1) 指定短期入所療養介護事業者は、利
　用者の使用する施設、食器その他の設

(11) 衛生管理等
　居宅基準第155条の規定により指定短期入

②　同条第２項は、指定短期入所療養介護
　事業者が前項に規定する避難、救出その
　他の訓練の実施に当たって、できるだけ
　地域住民の参加が得られるよう努めるこ
　ととしたものであり、日頃から地域住民
　との密接な連携体制を確保するなど、訓
　練の実施に協力を得られる体制づくりに
　努めることが必要である。
　　訓練の実施に当たっては、消防関係者
　の参加を促し、具体的な指示を仰ぐな
　ど、より実効性のあるものとすること。

当該介護老人保健施設の入所者とみなした
場合において入所定員及び療養室の定員を
超えることとなる利用者数

二　療養病床を有する病院又は診療所であ
る指定短期入所療養介護事業所にあって
は、療養病床に係る病床数及び療養病床に
係る病室の定員を超えることとなる利用者
数
三　診療所（前号に掲げるものを除く。）
である指定短期入所療養介護事業所にあっ
ては、指定短期入所療養介護を提供する病
床数及び病室の定員を超えることとなる利
用者数
四　介護医療院である指定短期入所療養介
護事業所にあっては、利用者を当該介護医
療院の入所者とみなした場合において入所
定員及び療養室の定員を超えることとなる
利用者数

②　介護医療院である指定短期入所療養介
　護事業所にあっては、利用者を当該介護
　医療院の入所者とみなした場合において
　入所定員及び療養室の定員を超えること
　となる利用者数

適 ・ 否

適 ・ 否

(1) 指定短期入所療養介護事業者は、当
　該指定短期療養介護事業所の置かれた
　状況により、火災、風水害、地震、津
　波その他の災害の態様ごとに非常災害
　に関する具体的計画を立て、非常災害
　時の関係機関への通報及び連携体制を
　整備し、それらを定期的に従業者に周
　知するとともに、定期的に避難、救出
　その他必要な訓練を行わなければなら
　ない。

条例第203
条(第109
条第1項準
用)

28.衛生管理等

(2) 指定短期入所療養介護事業者は、前
　項に規定する訓練の実施に当たって、
　地域住民の参加が得られるよう連携に
　努めなければならない。

条例第203
条(第109
条第2項準
用)

条例第203
条(第143

　該介護老人保健施設の入所者とみなした
　場合において入所定員及び療養室の定員
　を超えることとなる利用者数
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　備又は飲用に供する水について、衛生
　的な管理に努め、又は衛生上必要な措
　置を講ずるとともに、医薬品及び医療
　機器の管理を適正に行わなければなら
　ない。

所療養介護の事業について準用される居宅基準
第118条の規定については、通所介護と同様で
あるので、第３の六の３の(8)を参照された
い。

※　第３の六の３(8)より
　①　居宅基準第118条第1項は、指定短期
　　入所療養介護事業所の必要最低限の衛
　　生管理等について規定したものである
　　が、このほか、次の点に留意するもの
　　とする。
　　イ　指定短期入所療養介護事業者は、
　　　食中毒及び感染症の発生を防止する
　　　ための措置等について、必要に応じ
　　　て保健所の助言、指導を求めるとと
　　　もに、常に密接な連携を保つこと。
　　ロ　特にインフルエンザ対策、腸管出
　　　血性大腸菌感染症対策、レジオネラ
　　　症対策等については、その発生及び
　　　まん延を防止するための措置につい
　　　て、別途通知等が発出されているの
　　　で、これに基づき、適切な措置を講
　　　じること。
　　ハ　空調設備等により施設内の適温の
　　　確保に努めること。

　　ロ　感染症の予防及びまん延の防止の
　　　ための指針
　　　　当該事業所における「感染症の予
　　　防及びまん延の防止のための指針」
　　　には、平常時の対策及び発生時の対

条例第203
条(第143
条第2項準
用)

(2) 指定短期入所療養介護事業者は、当
　該事業所において感染症が発生し、又
　はまん延しないよう次の各号に掲げる
　措置を講じなければならない。

　一　当該指定短期入所療養介護事業所
　　における感染症の予防及びまん延の
　　防止のための対策を検討する委員会
　　（テレビ電話装置等を活用して行う
　　ことができるものとする。）をおお
　　むね６月に１回以上開催するととも
　　に、その結果について、短期入所生
　　活介護従業者に周知徹底を図るこ
　　と。
　二　当該指定短期入所療養介護事業所
　　における感染症の予防及びまん延の
　　防止のための指針を整備すること。
　三　当該指定短期入所療養介護事業所
　　において、短期入所療養介護従業者
　　に対し、感染症の予防及びまん延の
　　防止のための研修及び訓練を定期的
　　に実施すること。

条第1項準
用)

　②　同条第２項に規定する感染症が発生
　　し、又はまん延しないように講ずるべ
　　き措置については、具体的には次のイ
　　からハまでの取扱いとすること。各事
　　項について、同項に基づき事業所に実
　　施が求められるものであるが、他の
　　サービス事業者との連携等により行う
　　ことも差し支えない。

　　イ　感染症の予防及びまん延の防止の
　　　ための対策を検討する委員会
　　　　当該事業所における感染対策委員
　　　会であり、感染対策の知識を有する
　　　者を含む、幅広い職種により構成す
　　　ることが望ましく、特に、感染症対
　　　策の知識を有する者については外部
　　　の者も含め積極的に参画を得ること
　　　が望ましい。構成メンバーの責任及
　　　び役割分担を明確にするとともに、
　　　感染対策担当者を決めておくことが
　　　必要である。感染対策委員会は、利
　　　用者の状況など事業所の状況に応
　　　じ、おおむね６月に１回以上、定期
　　　的に開催するとともに、感染症が流
　　　行する時期等を勘案して必要に応じ
　　　随時開催する必要がある。
　　　　感染対策委員会は、テレビ電話装
　　　置等を活用して行うことができるも
　　　のとする。この際、個人情報保護委
　　　員会・厚生労働省「医療・介護関係
　　　事業者における個人情報の適切な取
　　　扱いのためのガイダンス」、厚生労
　　　働省「医療情報システムの安全管理
　　　に関するガイドライン」等を遵守す
　　　ること。
　　　　なお、感染対策委員会は、他の会
　　　議体を設置している場合、これと一
　　　体的に設置・運営することとして差
　　　し支えない。また、事業所に実
　　　施が求められるものであるが、他の
　　　サービス事業者との連携等により行
　　　うことも差し支えない。
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29.掲示

適 ・ 否条例第203
条(第33条
第1項準
用)

(24) 掲示
①　居宅基準第32条第１項は、指定短期入
　所療養介護事業者は、運営規程の概要、
　短期入所療養介護従業者等の勤務体制、
　事故発生時の対応、苦情処理の体制、提
　供するサービスの第三者評価の実施状況
　（実施の有無、実施した直近の年月日、
　実施した評価機関の名称、評価結果の開
　示状況）等の利用申込者のサービスの選
　択に資すると認められる重要事項を指定

(1) 指定短期入所療養介護事業者は、指
　定短期入所療養介護事業所の見やすい
　場所に、運営規程の概要、指定短期入
　所療養介護従業者の勤務の体制その他
　の利用申込者のサービスの選択に資す
　ると認められる重要事項（以下この条
　において単に「重要事項」という。）
　を掲示しなければならない。

　　ハ　感染症の予防及びまん延の防止の
　　　ための研修及び訓練
　　　　短期入所療養介護従業者に対する
　　　「感染症の予防及びまん延の防止の
　　　ための研修」の内容は、感染対策の
　　　基礎的内容等の適切な知識を普及・
　　　啓発するとともに、当該事業所にお
　　　ける指針に基づいた衛生管理の徹底
　　　や衛生的なケアの励行を行うものと
　　　する。
　　　　職員教育を組織的に浸透させてい
　　　くためには、当該事業所が定期的な
　　　教育（年１回以上）を開催するとと
　　　もに、新規採用時には感染対策研修
　　　を実施することが望ましい。また、
　　　研修の実施内容についても記録する
　　　ことが必要である。
　　　　なお、研修の実施は、厚生労働省
　　　「介護施設・事業所の職員向け感染
　　　症対策力向上のための研修教材」等
　　　を活用するなど、事業所内で行うも
　　　のでも差し支えなく、当該事業所の
　　　実態に応じ行うこと。
　　　　また、平時から、実際に感染症が
　　　発生した場合を想定し、発生時の対
　　　応について、訓練（シミュレーショ
　　　ン）を定期的（年１回以上）に行う
　　　ことが必要である。訓練においては
　　　、感染症発生時において迅速に行動
　　　できるよう、発生時の対応を定めた
　　　指針及び研修内容に基づき、事業所
　　　内の役割分担の確認や、感染対策を
　　　した上でのケアの演習などを実施す
　　　るものとする。
　　　　訓練の実施は、机上を含めその実
　　　施手法は問わないものの、机上及び
　　　実地で実施するものを適切に組み合
　　　わせながら実施することが適切であ
　　　る。

　　　応を規定する。平常時の対策として
　　　は、事業所内の衛生管理（環境の整
　　　備等）、ケアにかかる感染対策（手
　　　洗い、標準的な予防策）等、発生時
　　　の対応としては、発生状況の把握、
　　　感染拡大の防止、医療機関や保健
　　　所、市町村における事業所関係課等
　　　の関係機関との連携、行政等への報
　　　告等が想定される。また、発生時に
　　　おける事業所内の連絡体制や上記の
　　　関係機関への連絡体制を整備し、明
　　　記しておくことも必要である。
　　　　なお、それぞれの項目の記載内容
　　　の例については、「介護現場におけ
　　　る感染対策の手引き」を参照された
　　　い。
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(2) 指定短期入所療養介護事業者は、重
　要事項を記載した書面を当該指定短期
　入所療養介護事業所に備え付け、か
　つ、これをいつでも関係者に自由に閲
　覧させることにより、前項の規定によ
　る掲示に代えることができる。

(3) 指定短期入所療養介護事業者は、原
　則として、重要事項をウェブサイトに
　掲載しなければならない。

　※重要事項のウェブサイト掲載
　　は、令和7年4月1日から施行。
　　（令和6年条例第34号附則）

条例第203
条(第33条
第3項準
用)

　ハ 介護保険法施行規則（平成11年厚生省
　　令第36号）第140条の44各号に掲げる基
　　準に該当する指定短期入所療養介護事
　　業所については、介護サービス情報制
　　度における報告義務の対象ではないこ
　　とから、基準省令第 32 条第３項の規
　　定によるウェブサイトへの掲載は行う
　　ことが望ましいこと。なお、ウェブサ
　　イトへの掲載を行わない場合も、同条
　　第１項の規定による掲示は行う必要が
　　あるが、これを同条第２項や居宅基準
　　第217条第１項の規定に基づく措置に代
　　えることができること。

　短期入所療養介護事業所の見やすい場所
　に掲示することを規定したものである。
　また、同条第３項は、指定短期入所生活
　介護事業所は、原則として、重要事項を
　当該指定短期入所生活介護事業者のウェ
　ブサイトに掲載することを規定したもの
　であるが、ウェブサイトとは、法人の
　ホームページ等又は介護サービス情報公
　表システムのことをいう。なお、指定短
　期入所生活介護事業者は、重要事項の掲
　示及びウェブサイトへの掲載を行うにあ
　たり、次に掲げる点に留意する必要があ
　る。
　イ　事業所の見やすい場所とは、重要事
　　項を伝えるべき介護サービスの利用申
　　込者、利用者又はその家族に対して見
　　やすい場所のことであること。
　ロ　短期入所療養介護従業者の勤務体制
　　については、職種ごと、常勤・非常勤
　　ごと等の人数を掲示する趣旨であり、
　　短期入所療養介護従業者の氏名まで掲
　　示することを求めるものではないこ
　　と。

適 ・ 否(1) 指定短期入所療養介護事業所の従業
　者は、正当な理由がなく、その業務上
　知り得た利用者又はその家族の秘密を
　漏らしてはならない。

(25) 秘密保持等
　①　居宅基準第33条第1項は、指定短期入
　　所療養介護事業所の指定短期入所療養
　　介護従業者その他の従業者に、その業
　　務上知り得た利用者又はその家族の秘
　　密の保持を義務づけたものである。

条例第203
条(第33条
第2項準
用)

②　居宅基準第32条第２項は、重要事項を
　記載したファイル等を介護サービスの利
　用申込者、利用者又はその家族等が自由
　に閲覧可能な形で当該指定短期入所療養
　介護事業所内に備え付けることで同条第
　１項の掲示に代えることができることを
　規定したものである。

条例第203
条(第34条
第1項準
用)

30.秘密保持等

(2) 指定短期入所療養介護事業者は、当
　該指定短期入所療養介護事業所の従業
　者であった者が、正当な理由がなく、
　その業務上知り得た利用者又はその家
　族の秘密を漏らすことがないよう、必
　要な措置を講じなければならない。

　②　同条第2項は、指定短期入所療養介護
　　事業者に対して、過去に当該指定短期
　　入所療養介護事業所の指定短期入所療
　　養介護従業者その他の従業者であった
　　者が、その業務上知り得た利用者又は
　　その家族の秘密を漏らすことがないよ
　　う必要な措置を取ることを義務づけた

条例第203
条(第34条
第2項準
用)
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　指定短期入所療養介護事業者は、居宅介
護支援事業者又はその従業者に対し、利用
者に対して特定の事業者によるサービスを
利用させることの対償として、金品その他
の財産上の利益を供与してはならない。

適 ・ 否

　③　同条第3項は、指定短期入所療養介護
　　従業者がサービス担当者会議等におい
　　て、課題分析情報等を通じて利用者の
　　有する問題点や解決すべき課題等の個
　　人情報を、介護支援専門員や他のサー
　　ビスの担当者と共有するためには、指
　　定短期入所療養介護事業者は、あらか
　　じめ、文書により利用者又はその家族
　　から同意を得る必要があることを規定
　　したものであるが、この同意は、サー
　　ビス提供開始時に利用者及びその家族
　　から包括的な同意を得ておくことで足
　　りるものである。

　　ものであり、具体的には、指定短期入
　　所療養介護事業者は、当該指定短期入
　　所療養介護事業所の指定短期入所療養
　　介護従業者その他の従業者が、従業者
　　でなくなった後においてもこれらの秘
　　密を保持すべき旨を、従業者との雇用
　　時等に取り決め、例えば違約金につい
　　ての定めをおくなどの措置を講ずべき
　　こととするものである。

(3) 指定短期入所療養介護事業者は、
　サービス担当者会議等において、利用
　者の個人情報を用いる場合は利用者の
　同意を、利用者の家族の個人情報を用
　いる場合は当該家族の同意を、あらか
　じめ文書により得ておかなければなら
　ない。

条例第203
条(第36条
準用)

条例第203
条(第34条
第3項準
用)

32.苦情処理

(28) 苦情処理
　①　居宅基準第36条第1項にいう「必要な
　　措置」とは、具体的には、相談窓口、
　　苦情処理の体制及び手順等当該事業所
　　における苦情を処理するために講ずる
　　措置の概要について明らかにし、利用
　　申込者又はその家族にサービスの内容
　　を説明する文書に苦情に対する措置の
　　概要についても併せて記載するととも
　　に、事業所に掲示し、かつ、ウェブサ
　　イトに掲載すること等である。
　　　なお、ウェブサイトへの掲載に関す
　　る取扱いは、第３の一の３の(24)の①
　　に準ずるものとする。

31.居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止

(27) 居宅介護支援事業者に対する利益供与の
禁止
　居宅基準第35条は、居宅介護支援の公正中立
性を確保するために、指定短期入所療養介護事
業者は、居宅介護支援事業者又はその従業者に
対し 、利用者に対して特定の事業者による
サービスを利用させることの対償として、金品
その他の財産上の利益を供与してはならないこ
ととしたものである。

(1) 指定短期入所療養介護事業者は、提
　供した指定短期入所療養介護に係る利
　用者及びその家族からの苦情に迅速か
　つ適切に対応するために、苦情を受け
　付けるための窓口を設置する等の必要
　な措置を講じなければならない。

(2) 指定短期入所療養介護事業者は、前
　項の苦情を受け付けた場合には、当該
　苦情の内容等を記録しなければならな
　い。

条例第203
条(第37条
第2項準
用)

条例第203
条(第37条
第1項準
用)

　②　同条第2項は、利用者及びその家族か
　　らの苦情に対し、指定短期入所療養介
　　護事業者が組織として迅速かつ適切に
　　対応するため、当該苦情(指定短期入所
　　療養介護事業者が提供したサービスと
　　は関係のないものを除く。)の受付日、
　　その内容等を記録することを義務づけ
　　たものである。
　　　また、指定短期入所療養介護事業者
　　は、苦情がサービスの質の向上を図る
　　上での重要な情報であるとの認識に立
　　ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの
　　質の向上に向けた取組を自ら行うべき
　　である。

適 ・ 否

26 短期入所療養介護



県条例及び県規則 条項 国解釈通知 適否

適 ・ 否(19)利用者の安全並びに介護サービスの
　質の確保及び職員の負担軽減に資する
　方策を検討するための委員会の開催

(4) 指定短期入所療養介護事業者は、市
　町村からの求めがあった場合には、前
　項の改善の内容を市町村に報告しなけ
　ればならない。

条例第203
条(第37条
第4項準
用)

適 ・ 否

適 ・ 否条例第203
条 (第38
条第1項準
用)

(29) 地域との連携
①　居宅基準第36条の2第1項は、居宅基準第3
条第2項の趣旨に基づき、介護サービス相談員
を派遣する事業を積極的に受け入れる等、市町
村との密接な連携に努めることを規定したもの
である。
　なお、「市町村が実施する事業」には、介護
サービス相談員派遣事業のほか、広く市町村が
老人クラブ、婦人会その他の非営利団体や住民
の協力を得て行う事業が含まれるものである。

条例第203
条(第37条
第6項準
用)

条例第203
条(第166
条準用)

35.利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置

　指定短期入所療養介護事業者は、当該指
定短期入所療養介護事業所における業務の
効率化、介護サービスの質の向上その他の
生産性の向上に資する取組の促進を図るた
め、当該指定短期入所療養介護事業所にお
ける利用者の安全並びに介護サービスの質

条例第203
条(第37条
第5項準
用)

(5) 指定短期入所療養介護事業者は、提
　供した指定短期入所療養介護に係る利
　用者からの苦情に関して国民健康保険
　団体連合会(国民健康保険法(昭和33年
　法律第192号)第45条第5項に規定する
　国民健康保険団体連合会をいう。以下
　同じ。)が行う法第176条第1項第3号の
　調査に協力するとともに、国民健康保
　険団体連合会から同号の指導又は助言
　を受けた場合においては、当該指導又
　は助言に従って必要な改善を行わなけ
　ればならない。

33.地域との連携等

34.地域等との連携

(17) 地域等との連携
　居宅基準第139条は、指定短期入所療養介護
の事業が地域に開かれた事業として行われるよ
う、指定短期入所療養介護事業者は、地域の住
民やボランティア団体等との連携及び協力を行
う等の地域との交流に努めなければならないこ
ととしたものである。

　指定短期入所療養介護の事業の運営に当
たっては、地域住民又はその自発的な活動
等との連携及び協力を行う等の地域との交
流に努めなければならない。

条例第203
条(第165
条準用)

　指定短期入所療養介護事業者は、その事
業の運営に当たっては、提供した指定短期
入所療養介護に関する利用者からの苦情に
関して市町村等が派遣する者が相談及び援
助を行う事業その他の市町村が実施する事
業に協力するよう努めなければならない。

条例第203
条(第37条
第3項準
用)

　③　同条第3項は、介護保険法上、苦情処
　　理に関する業務を行うことが位置付け
　　られている国民健康保険団体連合会の
　　みならず、住民に最も身近な行政庁で
　　あり、かつ、保険者である市町村が、
　　サービスに関する苦情に対応する必要
　　が生ずることから、市町村についても
　　国民健康保険団体連合会と同様に、指
　　定短期入所療養介護事業者に対する苦
　　情に関する調査や指導、助言を行える
　　ことを運営基準上、明確にしたもので
　　ある。

(6) 指定短期入所療養介護事業者は、国
　民健康保険団体連合会からの求めが
　あった場合には、前項の改善の内容を
　国民健康保険団体連合会に報告しなけ
　ればならない。

(3) 指定短期入所療養介護事業者は、提
　供した指定短期入所療養介護に関し、
　法第23条の規定により市町村が行う文
　書その他の物件の提出若しくは提示の
　求め又は当該市町村の職員からの質問
　若しくは照会に応じ、及び利用者から
　の苦情に関して市町村が行う調査に協
　力するとともに、市町村から指導又は
　助言を受けた場合においては、当該指
　導又は助言に従って必要な改善を行わ
　なければならない。
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　居宅基準第155条の規定により、居宅基準第
139条の２の規定は、指定短期入所療養介護の
事業について準用されるものであるため、第３
の八の３の(19)を参照されたい。

　本委員会は、生産性向上の取組を促進する観
点から、管理者やケア等を行う職種を含む幅広
い職種により構成することが望ましく、各事業
所の状況に応じ、必要な構成メンバーを検討す
ること。なお、生産性向上の取組に関する外部
の専門家を活用することも差し支えないもので
あること。

　また、本委員会は、定期的に開催することが
必要であるが、開催する頻度については、本委
員会の開催が形骸化することがないよう留意し
た上で、各事業所の状況を踏まえ、適切な開催
頻度を決めることが望ましい。

　あわせて、本委員会の開催に当たっては、厚
生労働省老健局高齢者支援課「介護サービス事
業における生産性向上に資するガイドライン」
等を参考に取組を進めることが望ましい。ま
た、本委員会はテレビ電話装置等を活用して行
うことができるものとし、この際、個人情報保
護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者
における個人情報の適切な取扱いのためのガイ
ダンス」、厚生労働省「医療情報システムの安
全管理に関するガイドライン」等を遵守するこ
と。

　なお、事務負担軽減の観点等から、本委員会
は、他に事業運営に関する会議（事故発生の防
止のための委員会等）を開催している場合、こ
れと一体的に設置・運営することとして差し支
えない。本委員会は事業所毎に実施が求められ
るものであるが、他のサービス事業者との連携
等により行うことも差し支えない。また、委員
会の名称について、法令では「利用者の安全並
びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽
減に資する方策を検討するための委員会」と規
定されたところであるが、他方、従来か
ら生産性向上の取組を進めている事業所におい
ては、法令とは異なる名称の生産性向上の取組
を進めるための委員会を設置し、開催している
場合もあるところ、利用者の安全並びに介護
サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す
る方策が適切に検討される限りにおいては、法
令とは異なる委員会の名称を用いても差し支え
ない。

※　第３の八の３(19)より
　居宅基準第 139 条の２は、介護現場の生産
性向上の取組を促進する観点から、現場におけ
る課題を抽出及び分析した上で、事業所の状況
に応じた必要な対応を検討し、利用者の尊厳や
安全性を確保しながら事業所全体で継続的に業
務改善に取り組む環境を整備するため、利用者
の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員
の負担軽減に資する方策を検討するための委員
会の設置及び開催について規定したものであ
る。なお、本条の適用に当たっては、令和６年
改正省令附則第４条において、３年間の経過措
置を設けており、令和９年３月31日までの間
は、努力義務とされている。

ける利用者の安全並びに介護サービスの質
の確保及び職員の負担軽減に資する方策を
検討するための委員会（テレビ電話装置等
を活用して行うことができるものとす
る。）を定期的に開催しなければならな
い。

※利用者の安全並びに介護サービスの質の
確保及び職員の負担軽減に資する方策を検
討するための委員会の設置は、令和9年3月
31日まで努力義務（令和9年4月1日から義
務化）。
（令和6年条例第34号附則）

36.事故発生時の対応
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※　第３の一の３の(31)

　居宅基準第37条の２は、虐待の防止に関する
事項について規定したものである。虐待は、法
の目的の一つである高齢者の尊厳の保持や、高
齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性
が極めて高く、指定短期入所療養介護事業者は
虐待の防止のために必要な措置を講じなければ
ならない。虐待を未然に防止するための対策及
び発生した場合の対応等については、「高齢者
虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に
関する法律」（平成17年法律第124号。以下
「高齢者虐待防止法」という。）に規定されて
いるところであり、その実効性を高め、利用者
の尊厳の保持・人格の尊重が達成されるよう、
次に掲げる観点から虐待の防止に関する措置を
講じるものとする。

・虐待の未然防止
　指定短期入所療養介護事業者は高齢者の尊厳
保持・人格尊重に対する配慮を常に心がけなが
らサービス提供にあたる必要があり、第３条の
一般原則に位置付けられているとおり、研修等
を通じて、従業者にそれらに関する理解を促す
必要がある。同様

条例第203
条(第39条
第3項準
用)

37.虐待の防止

適 ・ 否

(1) 指定短期入所療養介護事業者は、利
　用者に対する指定短期入所療養介護の
　提供により事故が発生した場合は、市
　町村、当該利用者の家族、当該利用者
　に係る居宅介護支援事業者等に連絡を
　行うとともに、必要な措置を講じなけ
　ればならない。

(2) 指定短期入所療養介護事業者は、前
　項の事故の状況及び事故に際して採っ
　た処置について記録しなければならな
　い。

条例第203
条(第39条
第2項準
用)

条例第203
条(第39条
第1項準
用)

　短期入所療養介護事業者は、虐待の発生
又はその再発を防止するため、次の各号に
定める措置を講じなければならない。

一　当該短期入所療養介護事業所におけ
　る虐待の防止のための対策を検討する
　委員会（テレビ電話装置等を活用して
　行うことができるものとする。）を定
　期的に開催するとともに、その結果に
　ついて、短期入所療養介護従業者に周
　知徹底を図ること。

適 ・ 否(30) 事故発生時の対応
　居宅基準第37条は、利用者が安心して指定短
期入所療養介護の提供を受けられるよう事故発
生時の速やかな対応を想定したものである。指
定短期入所療養介護事業者は、利用者に対する
指定短期入所療養介護の提供により事故が発生
した場合には、市町村、当該利用者の家族、当
該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して
連絡を行う等の必要な措置を講じるべきことと
するとともに、当該事故の状況及び事故に際し
て採った処置について記録しなければならない
こととしたものである。
　また、利用者に対する指定短期入所療養介護
の提供により賠償すべき事故が発生した場合に
は、損害賠償を速やかに行わなければならない
こととしたものである。
　このほか、以下の点に留意するものとする。
①　利用者に対する指定短期入所療養介護
　の提供により事故が発生した場合の対応
　方法については、あらかじめ指定短期入
　所療養介護事業者が定めておくことが望
　ましいこと。
②　指定短期入所療養介護事業者は、賠償
　すべき事態において速やかに賠償を行う
　ため、損害賠償保険に加入しておくか、
　又は賠償資力を有することが望ましいこ
　と。
③　指定短期入所療養介護事業者は、事故
　が生じた際にはその原因を解明し、再発
　生を防ぐための対策を講じること。

(3) 指定短期入所療養介護事業者は、利
　用者に対する指定短期入所療養介護の
　提供により賠償すべき事故が発生した
　場合は、損害賠償を速やかに行わなけ
　ればならない。

二　当該指定短期入所療養介護事業所に
　おける虐待の防止のための指針を整備
　すること。

三　当該指定短期入所療養介護事業所に
　おいて、短期入所療養介護従業者に対
　し、虐待の防止のための研修を定期的
　に実施すること。

四　前三号に掲げる措置を適切に実施す
　るための担当者を置くこと。

条例第203
条(第39条
の2準用)

(12) 虐待の防止
　居宅基準第155条の規定により指定短期入所
療養介護の事業について準用される居宅基準第
37条の２の規定については、訪問介護と同様で
あるので、第３の一の３の(31)を参照された
い。
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　　なお、虐待防止検討委員会は、他の会
　議体を設置している場合、これと一体的
　に設置・運営することとして差し支えな
　い。また、事業所に実施が求められるも
　のであるが、他のサービス事業者との連
　携等により行うことも差し支えない。
　　また、虐待防止検討委員会は、テレビ
　電話装置等を活用して行うことができる
　ものとする。この際、個人情報保護委員
　会・厚生労働省「医療・介護関係事業者
　における個人情報の適切な取扱いのため
　のガイダンス」、厚生労働省「医療情報
　システムの安全管理に関するガイドライ
　ン」等を遵守すること。

　　虐待防止検討委員会は、具体的には、
　次のような事項について検討することと
　する。その際、そこで得た結果（事業所
　における虐待に対する体制、虐待等の再
　発防止策等）は、従業者に周知徹底を図
　る必要がある。

に、従業者が高齢者虐待防止法等に規定する養
介護事業の従業者としての責務・適切な対応等
を正しく理解していることも重要である。

・虐待等の早期発見
　指定短期入所療養介護事業所の従業者は、虐
待等又はセルフ・ネグレクト等の虐待に準ずる
事案を発見しやすい立場にあることから、これ
らを早期に発見できるよう、必要な措置（虐待
等に対する相談体制、市町村の通報窓口の周知
等）がとられていることが望ましい。また、利
用者及びその家族からの虐待等に係る相談、利
用者から市町村への虐待の届出について、適切
な対応をすること。

・虐待等への迅速かつ適切な対応
　虐待が発生した場合には、速やかに市町村の
窓口に通報される必要があり、指定短期入所療
養介護事業者は当該通報の手続が迅速かつ適切
に行われ、市町村等が行う虐待等に対する調査
等に協力するよう努めることとする。

　以上の観点を踏まえ、虐待等の防止・早期発
見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を
確実に防止するために次に掲げる事項を実施す
るものとする。

①　虐待の防止のための対策を検討する委
　員会（第１号）
　　虐待防止検討委員会は、虐待等の発生
　の防止・早期発見に加え、虐待等が発生
　した場合はその再発を確実に防止するた
　めの対策を検討する委員会であり、管理
　者を含む幅広い職種で構成する。構成メ
　ンバーの責務及び役割分担を明確にする
　とともに、定期的に開催することが必要
　である。また、虐待防止の専門家を委員
　として積極的に活用することが望まし
　い。
　　一方、虐待等の事案については、虐待
　等に係る諸般の事情が、複雑かつ機微な
　ものであることが想定されるため、その
　性質上、一概に従業者に共有されるべき
　情報であるとは限られず、個別の状況に
　応じて慎重に対応することが重要であ
　る。
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　る必要がある。
　イ　虐待防止検討委員会その他事業所内
　　の組織に関すること
　ロ　虐待の防止のための指針の整備に関
　　すること
　ハ　虐待の防止のための職員研修の内容
　　に関すること
　ニ　虐待等について、従業者が相談・報
　　告できる体制整備に関すること
　ホ　従業者が高齢者虐待を把握した場合
　　に、市町村への通報が迅速かつ適切に
　　行われるための方法に関すること
　ヘ　虐待等が発生した場合、その発生原
　　因等の分析から得られる再発の確実な
　　防止策に関すること
　ト　前号の再発の防止策を講じた際に、
　　その効果についての評価に関すること

②　虐待の防止のための指針(第２号)
　　指定短期入所療養介護事業者が整備す
　る「虐待の防止のための指針」には、次
　のような項目を盛り込むこととする。
　イ　事業所における虐待の防止に関する
　　基本的考え方
　ロ　虐待防止検討委員会その他事業所内
　　の組織に関する事項
　ハ　虐待の防止のための職員研修に関す
　　る基本方針
　ニ　虐待等が発生した場合の対応方法に
　　関する基本方針
　ホ　虐待等が発生した場合の相談・報告
　　体制に関する事項
　ヘ　成年後見制度の利用支援に関する事
　　項
　ト　虐待等に係る苦情解決方法に関する
　　事項
　チ　利用者等に対する当該指針の閲覧に
　　関する事項
　リ　その他虐待の防止の推進のために必
　　要な事項

③　虐待の防止のための従業者に対する研
　修（第３号）
　　従業者に対する虐待の防止のための研
　修の内容としては、虐待等の防止に関す
　る基礎的内容等の適切な知識を普及・啓
　発するものであるとともに、当該指定短
　期入所療養介護事業所における指針に基
　づき、虐待の防止の徹底を行うものとす
　る。
　　職員教育を組織的に徹底させていくた
　めには、当該指定短期入所療養介護事業
　者が指針に基づいた研修プログラムを作
　成し、定期的な研修（年１回以上）を実
　施するとともに、新規採用時には必ず虐
　待の防止のための研修を実施することが
　重要である。
　　また、研修の実施内容についても記録
　することが必要である。研修の実施は、
　事業所内での研修で差し支えない。

④　虐待の防止に関する措置を適切に実施
　するための担当者（第４号）
　　指定短期入所療養介護事業所における
　虐待を防止するための体制として、①か
　ら③までに掲げる措置を適切に実施する
　ため、専任の担当者を置くことが必要で
　ある。当該担当者としては、虐待防止検
　討委員会の責任者と同一の従業者が務め
　ることが望ましい。なお、同一事業所内
　での複数担当(※)の兼務や他の事業所・
　施設等との担当(※)の兼務については、
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第一　基準の性格

　施設等との担当(※)の兼務については、
　担当者としての職務に支障がなければ差
　し支えない。ただし、日常的に兼務先の
　各事業所内の業務に従事しており、利用
　者や事業所の状況を適切に把握している
　者など、各担当者としての職務を遂行す
　る上で支障がないと考えられる者を選任
　すること。
　(※)　身体的拘束等適正化担当者、
　　　褥瘡予防対策担当者（看護師が
　　　望ましい。）、感染対策担当者
　　　（看護師が望ましい。）、事故
　　　の発生又はその再発を防止する
　　　ための措置を適切に実施するた
　　　めの担当者、虐待の発生又はそ
　　　の再発を防止するための措置を
　　　適切に実施するための担当者

38.会計の区分

　指定短期入所療養介護事業者は、指定短
期入所療養介護事業所ごとに経理を区分す
るとともに、指定短期入所療養介護の事業
の会計とその他の事業の会計を区分しなけ
ればならない。

条例第203
条(第40条
準用)

適　 ・　否(32) 会計の区分
　居宅基準第38条は、指定短期入所療養介護事
業者は、指定短期入所療養介護事業所ごとに経
理を区分するとともに、指定短期入所療養介護
の事業の会計とその他の事業の会計を区分しな
ければならないこととしたものであるが、具体
的な会計処理の方法等については、別に通知す
るところによるものであること。

※ 介護保険の給付対象事業における会計の区
分について（H13.3.28　老振発第18号）
※ 介護老人保健施設会計・経理準則の制定に
ついて（H12.3.31　老発第378号）

条例第202
条第1項

適 ・ 否(1) 指定短期入所療養介護事業者は、従
　業者、設備、備品及び会計に関する諸
　記録を整備しておかなければならな
　い。

条例第202
条第2項

(13) 記録の整備

　なお、「その完結の日」とは、個々の利用者
につき、契約終了（契約の解約・解除、他の施
設への入所、入所者の死亡、入所者の自立等）
により一連のサービス提供が終了した日を指す
ものとする。
　また、同項の指定短期入所療養介護の提供に
関する記録には診療録が含まれているものであ
ること。

(2) 指定短期入所療養介護事業者は、利
　用者に対する指定短期入所療養介護の
　提供に関する次に掲げる記録を整備
　し、その完結の日から5年間保存しな
　ければならない。
一　短期入所療養介護計画
二　次条において準用する第19条第2項
　の規定による提供した具体的なサービ
　スの内容等の記録
三　第193条第5項の規定による身体的拘
　束等の態様及び時間、その際の利用者
　の心身の状況並びに緊急やむを得ない
　理由の記録
四　次条において準用する第26条の規定
　による市町村への通知に係る記録
五　次条において準用する第37条第2項
　の規定による苦情の内容等の記録
六　次条において準用する第39条第2項
　の規定による事故の状況及び事故に際
　して採った処置についての記録

39.記録の整備

第一章　総則

１.趣旨

　この条例は、介護保険法（平成九年法律
第百二十三号。以下「法」という。）

条例第1条
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第二　総論

第四十二条第一項第二号に規定する条例で
定める基準及び員数、法第七十二条の二第
一項第一号の条例で定める基準及び員数並
びに同項第二号に規定する指定居宅サービ
スの事業の設備及び運営に関する基準並び
に法第七十四条第一項の条例で定める基準
及び同項の条例で定める員数並びに同条第
二項に規定する指定居宅サービスの事業の
設備及び運営に関する基準を定めるものと
する。

１ 基準は、指定居宅サービスの事業がその目
的を達成するために必要な最低限度の基準を定
めたものであり、指定居宅サービス事業者は、
常にその事業の運営の向上に努めなければなら
ないこと。
２～４〔略)

１ 事業者指定の単位について
　事業者の指定は、原則としてサービス提供の
拠点ごとに行うものとするが、地域の実情等を
踏まえ、サービス提供体制の面的な整備、効率
的な事業実施の観点から本体の事業所とは別に
サービス提供等を行う出張所等であって、次の
要件を満たすものについては、一体的なサービ
ス提供の単位として「事業所」に含めて指定す
ることができる取扱いとする。なお、この取扱
いについては、同一法人にのみ認められる。

① 利用申込みに係る調整、サービス提供状
　況の把握、職員に対する技術指導等が一
　体的に行われること。
② 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に
　管理されること。必要な場合に随時、主
　たる事業所や他の出張所等との間で相互
　支援が行える体制（例えば、当該出張所
　等の従業者が急病等でサービスの提供が
　できなくなった場合に、主たる事業所か
　ら急遽代替要員を派遣できるような体
　制）にあること。
③ 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的
　な対応ができる体制にあること。
④ 事業の目的や運営方針、営業日や営業時
　間、利用料等を定める同一の運営規程が
　定められること。
⑤ 人事、給与・福利厚生等の勤務条件等に
　よる職員管理が一元的に行われること。
　　なお、サテライト型指定看護小規模多
　機能型居宅介護事業所の本体事業所が訪
　問看護事業所として指定を受けている場
　合であって、当該サテライト指定看護小
　規模多機能型居宅介護事業所が指定訪問
　看護を行うものとして①～⑤を満たす場
　合には、本体事業所の指定訪問看護事業
　所に含めて指定できるものであること。

２.定義

　この条例において、次の各号に掲げる用
語の意義は、当該各号に定めるところによ
る。

条例第2条 ２　用語の定義
　基準第２条において、一定の用語についてそ
の定義を明らかにしているところであるが、以
下は、同条に定義が置かれている用語につい
て、その意味をより明確なものとするととも
に、基準中に用いられている用語であって、定
義規定が置かれていないものの意味を明らかに
するものである。

一　居宅サービス事業者　法第八条第一
項に規定する居宅サービス事業を行う者
をいう。

二　指定居宅サービス事業者　法第四十
一条第一項に規定する指定居宅サービス
事業者をいう。

(1) 「常勤換算方法」
　当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事
業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数
（32時間を下回る場合は32時間を基本とす
る。）で除することにより、当該事業所の従業
者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法
をいうものである。この

三　指定居宅サービス　法第四十一条第
一項に規定する指定居宅サービスを
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(2) 「勤務延時間数」
　勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に
従事する時間又は当該事業に係るサービスの提
供のための準備等を行う時間(待機の時間を含
む。)として明確に位置付けられている時間の
合計数とする。なお、従業者一人につき、勤務
延時間数に算入することができる時間数は、当
該事業所において常勤の従業者が勤務すべき勤
務時間数を上限とすること。

場合の勤務延時間数は、当該事業所の指定に係
る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数
であり、例えば、当該事業所が訪問介護と訪問
看護の指定を重複して受ける場合であって、あ
る従業者が訪問介護員等と看護師等を兼務する
場合、訪問介護員等の勤務延時間数には、訪問
介護員等としての勤務時間だけを算入すること
となるものであること。

いう。

四　利用料　法第四十一条第一項に規定
する居宅介護サービス費の支給の対象と
なる費用に係る対価をいう。

五　居宅介護サービス費用基準額　法第
四十一条第四項第一号又は第二号に規定
する厚生労働大臣が定める基準により算
定した費用の額（その額が現に当該指定
居宅サービスに要した費用の額を超える
ときは、当該現に指定居宅サービスに要
した費用の額とする。）をいう。

　ただし、雇用の分野における男女の均等な機
会及び待遇の確保等に関する法律（昭和47年法
律第113号）第13条第１項に規定する措置（以
下「母性健康管理措置」という。）又は育児休
業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者
の福祉に関する法律（平成３年法律第76号。以
下「育児・介護休業法」という。）第23条第１
項、同条第３項又は同法第24条に規定する所定
労働時間の短縮等の措置（以下「育児及び介護
のための所定労働時間の短縮等の措置」とい
う。）が講じられている場合、30時間以上の勤
務で、常勤換算方法での計算に当たり、常勤の
従業者が勤務すべき時間数を満たしたものと
し、１として取り扱うことを可能とする。

六　法定代理受領サービス　法第四十一
条第六項の規定により居宅介護サービス
費が利用者に代わり当該指定居宅サービ
ス事業者に支払われる場合の当該居宅介
護サービス費に係る指定居宅サービスを
いう。

七　基準該当居宅サービス　法第四十二
条第一項第二号に規定する基準該当居宅
サービスをいう。

八　共生型居宅サービス　法第七十二条
の二第一項の申請に係る法第四十一条第
一項本文の指定を受けた者による指定居
宅サービスをいう。

(3) 「常勤」
　当該事業所における勤務時間が、当該事業所
において定められている常勤の従業者が勤務す
べき時間数（32時間を下回る場合は32時間を基
本とする。）に達していることをいうものであ
る。ただし、母性健康管理措置又は育児及び介
護のための所定労働時間の短縮等の措置が講じ
られている者については、利用者の処遇に支障
がない体制が事業所として整っている場合は、
例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30
時間として取り扱うことを可能とする。

　同一の事業者によって当該事業所に併設され
る事業所の職務であって、当該事業所の職務と
同時並行的に行われることが差し支えないと考
えられるものについては、それぞれに係る勤務
時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数
に達していれば、常勤の要件を満たすものであ
ることとする。例えば、１の事業者によって行
われる指定訪問介護事業所と指定居宅介護支援
事業所が併設されている場合、指定訪問介護事
業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理
者を兼務している者は、その勤務時間の合計が
所定の時間に達していれば、常勤要件を満たす
こととなる。

　また、人員基準において常勤要件が設けられ
ている場合、従事者が労働基準法（昭和22年法
律第49号）第65条に規定する休業（以下「産前
産後休業」という。）、母性健康管理措置、育
児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休
業（以下「育児休業」という。）、同条第２号
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業（以下「育児休業」という。）、同条第２号
に規定する介護休業（以下「介護休業」とい
う。）、同法第23条第２項の育児休業に関する
制度に準ずる措置又は同法第24条第１項（第２
号に係る部分に限る。）の規定により同項第２
号に規定する育児休業に関する制度に準じて講
ずる措置による休業（以下「育児休業に準ずる
休業」という。）を取得中の期間において、当
該人員基準において求められる資質を有する複
数の非常勤の従事者を常勤の従業者の員数に換
算することにより、人員基準を満たすことが可
能であることとする。

(4) 「専ら従事する」「専ら提供に当たる」
　原則として、サービス提供時間帯を通じて当
該サービス以外の職務に従事しないことをいう
ものである。この場合のサービス提供時間帯と
は、当該従業者の当該事業所における勤務時間
（指定通所介護及び指定通所リハビリテーショ
ンについては、サービスの単位ごとの提供時
間）をいうものであり、当該従業者の常勤・非
常勤の別を問わない。ただし、指定通所介護及
び指定通所リハビリテーションについては、あ
らかじめ計画された勤務表に従って、サービス
提供時間帯の途中で同一職種の従業者と交代す
る場合には、それぞれのサービス提供時間を通
じて当該サービス以外の職務に従事しないこと
をもって足りるものである。

　また、指定通所リハビリテーション（１時間
以上２時間未満に限る。）又は指定介護予防通
所リハビリテーションが、保険医療機関におい
て医療保険の脳血管疾患等リハビリテーション
料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器
リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテー
ション料のいずれかを算定すべきリハビリテー
ションが同じ訓練室で実施されている場合に限
り、専ら当該指定通所リハビリテーション又は
指定介護予防通所リハビリテーションの提供に
当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
は、医療保険の脳血管疾患等リハビリテーショ
ン料、廃用症候群リハビリテーション料、運動
器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリ
テーション料のいずれかを算定すべきリハビリ
テーションに従事して差し支えない。ただし、
当該従事者が指定通所リハビリテーション又は
指定介護予防通所リハビリテーションに従事し
ていない時間帯については、基準第111条第１
項第２号又は第２項の従事者の員数及び厚生労
働大臣が定める基準（平成27年厚生労働省告示
第95号）の第24号の３の従業者の合計数に含め
ない。

(5) 「前年度の平均値」
①　基準第121条第3項(指定短期入所生活介護
に係る生活相談員、介護職員又は看護職員の員
数を算定する場合の利用者の数の算定方法)、
第142条第3項(老人性認知症疾患療養病棟を有
する病院であって介護療養型医療施設でない指
定短期入所療養介護事業所における看護職員又
は介護職員の員数を算定する場合の入院患者の
数の算定方法)及び第175条第3項(指定特定施設
における生活相談員、看護職員若しくは介護職
員の人員並びに計画作成担当者の人員の標準を
算定する場合の利用者の数の算定方法)におけ
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３ 指定居宅サービスと指定介護予防サービス
等の一体的運営等について

る「前年度の平均値」は、当該年度の前年度
(毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わ
る年度とする。以下同じ。)の平均を用いる。
この場合、利用者数等の平均は、前年度の全利
用者等の延数を当該前年度の日数で除して得た
数とする。この平均利用者数等の算定に当たっ
ては、小数点第2位以下を切り上げるものとす
る。

②　新たに事業を開始し、若しくは再開し、又
は増床した事業者又は施設においては、新設又
は増床分のベッドに関しては、前年度において
1年未満の実績しかない場合(前年度の実績が全
くない場合を含む。)の利用者数等は、新設又
は増床の時点から6月未満の間は、便宜上、
ベッド数の90％を利用者数等とし、新設又は増
床の時点から6月以上1年未満の間は、直近の6
月における全利用者等の延数を6月間の日数で
除して得た数とし、新設又は増床の時点から1
年以上経過している場合は、直近1年間におけ
る全利用者等の延数を1年間の日数で除して得
た数とする。また、減床の場合には、減床後の
実績が3月以上あるときは、減床後の利用者数
等の延数を延日数で除して得た数とする。ただ
し、短期入所生活介護及び特定施設入所者生活
介護については、これらにより難い合理的な理
由がある場合には、他の適切な方法により利用
者数を推定するものとする。

　指定居宅サービス又は基準該当居宅サービス
に該当する各事業を行う者が、指定介護予防
サービス等又は基準該当介護予防サービス等に
該当する各事業者の指定を併せて受け、かつ、
指定居宅サービス又は基準該当居宅サービスの
各事業と指定介護予防サービス等又は基準該当
介護予防サービス等の各事業とが同じ事業所で
一体的に運営されている場合については、介護
予防における各基準を満たすことによって、基
準を満たしているとみなすことができる等の取
扱いを行うことができることとされたが、その
意義は次のとおりである。

　例えば、訪問介護においては、指定居宅サー
ビスにおいても、第一号訪問事業（指定介護予
防訪問介護に相当するものとして市町村が定め
るものに限る。以下同じ。）においても、訪問
介護員等を常勤換算方法で2.5人以上配置しな
ければならないとされているが、同じ事業所で
一体的に運営している場合には、合わせて常勤
換算方法で5人以上を置かなければならないと
いう趣旨ではなく、常勤換算方法で2.5人以上
配置していることで、指定居宅サービスに該当
する訪問介護も、第一号訪問事業も、双方の基
準を満たすこととするという趣旨である。

　設備、備品についても同様であり、例えば、
定員30人の指定通所介護事業所においては、機
能訓練室の広さは30人×3㎡＝90㎡を確保する
必要があるが、この30人に第一号通所事業（指
定介護予防通所介護に相当するものとして市町
村が定めるものに限る。以下同じ。）の利用者
も含めて通算することにより、要介護者15人、
要支援者15人であっても、あるいは要介護者20
人、要支援者10人の場合であっても、合計で90
㎡が確保されていれば、基準を満たすことと
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条例第3条
第1項

※第３の一
３　運営に関する基準
(1) 介護保険等関連情報の活用とＰＤＣＡサ
イクルの推進について
　居宅基準第３条第４項は、指定居宅サービス
の提供に当たっては、法第118条の２第１項に
規定する介護保険等関連情報等を活用し、事業
所単位でＰＤＣＡサイクルを構築・推進するこ
とにより、提供するサービスの質の向上に努め
なければならないこととしたものである。
　この場合において、「科学的介護情報システ
ム（ＬＩＦＥ：Long-
termcareInformationsystemForEvidence）」に
情報を提出し、当該情報及びフィードバック情
報を活用することが望ましい（この点について
は、以下の他のサービス種類についても同様と
する。）。

(2) 指定居宅サービス事業者は、指定居宅
サービスの事業を運営するに当たっては、
地域との結び付きを重視し、市町村（特別
区を含む。以下同じ。）、他の居宅サービ
ス事業者その他の保健医療サービス及び福
祉サービスを提供する者との連携に努めな
ければならない。

条例第3条
第2項

(3) 指定居宅サービス事業者は、利用者の
人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な
体制の整備を行うとともに、その従業者に
対し、研修を実施する等の措置を講じなけ
ればならない。

条例第3条
第3項

(4) 指定居宅サービス事業者は、指定居宅
サービスを提供するに当たっては、法第百
十八条の二第一項に規定する介護保険等関
連情報その他必要な情報を活用し、適切か
つ有効に行うよう努めなければならない。

条例第3条
第4項

するという趣旨である。

　要するに、人員についても、設備、備品につ
いても、同一の事業所で一体的に運営する場合
にあっては、例えば、従前から、指定居宅サー
ビス事業を行っている者が、従来通りの体制を
確保していれば、指定介護予防サービスの基準
も同時に満たしていると見なすことができると
いう趣旨である。

　なお、居宅サービスと介護予防サービスを同
一の拠点において運営されている場合であって
も、完全に体制を分離して行われており一体的
に運営されているとは評価されない場合にあっ
ては、人員についても設備、備品についてもそ
れぞれが独立して基準を満たす必要があるので
留意されたい。

　また、例えば、指定居宅サービスと緩和した
基準による第一号訪問事業等を一体的に運営す
る場合には、緩和した基準による第一号訪問事
業等については、市町村がサービス内容等に応
じて基準を定められるが、例えば、サービス提
供責任者であれば、要介護者数で介護給付の基
準を満たす必要があるので留意されたい。

３.指定居宅サービスの事業の一般原則

(1) 指定居宅サービス事業者は、利用者の
意思及び人格を尊重して、常に利用者の立
場に立ったサービスの提供に努めなければ
ならない。

第十四章　雑則

１.電磁的記録等

(1) 指定居宅サービス事業所及び指定居宅
サービスの提供に当たる者は、作成、保存
その他これらに類するもののうち、この条
例の規定において書面（書面、書類、文
書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他
文字、図形等人の知覚によって認識するこ
とができる情報が記載された紙その他の有
体物をいう。以下この条において同じ。）
で行うことが規定されている又は想定され
るもの（第十一条第一

条例第276
条第1項

第５　雑則
１　電磁的記録について
　居宅基準第217条第１項及び予防基準第293条
第１項は、指定居宅サービス事業者及び指定居
宅サービスの提供に当たる者等（以下「事業者
等」という。）の書面の保存等に係る負担の軽
減を図るため、事業者等は、この省令で規定す
る書面（被保険者証に関するものを除く。）の
作成、保存等を次に掲げる電磁的記録により行
うことが
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(2) 電磁的記録による保存は、以下のいずれか
の方法によること。

(2) 指定居宅サービス事業者及び指定居宅
サービスの提供に当たる者は、交付、説
明、同意、承諾、締結その他これらに類す
るもの（以下「交付等」という。）のう
ち、この条例の規定において書面で行うこ
とが規定されている又は想定されるものに
ついては、当該交付等の相手方の承諾を得
て、書面に代えて、電磁的方法（電子的方
法、磁気的方法その他人の知覚によって認
識することができない方法をいう。）によ
ることができる。

条例第276
条第2項

２　電磁的方法について居宅基準第217条第２
項及び予防基準第293条第２項は、利用者及び
その家族等（以下「利用者等」という。）の利
便性向上並びに事業者等の業務負担軽減等の観
点から、事業者等は、書面で行うことが規定さ
れている又は想定される交付等（交付、説明、
同意、承諾、締結その他これに類するものをい
う。）について、事前に利用者等の承諾を得た
上で、次に掲げる電磁的方法によることができ
ることとしたものである。

(1) 電磁的方法による交付は、居宅基準第８条
第２項から第６項まで及び予防基準第49条の２
第２項から第６項までの規定に準じた方法によ
ること。

(2) 電磁的方法による同意は、例えば電子メー
ルにより利用者等が同意の意思表示をした場合
等が考えられること。なお、「押印についての
Ｑ＆Ａ（令和２年６月19日内閣府・法務省・経
済産業省）」を参考にすること。

(3) 電磁的方法による締結は、利用者等・事業
者等の間の契約関係を明確にする観点から、書
面における署名又は記名・押印に代えて、電子
署名を活用することが望ましいこと。なお、
「押印についてのＱ＆Ａ（令和２年６月19日内
閣府・法務省・経済産業省）」を参考にするこ
と。

(4) その他、居宅基準第217条第２項及び予防
基準第293条第２項において電磁的方法による
ことができるとされているものは、(1)から(3)
までに準じた方法によること。ただし、居宅基
準若しくは予防基準又はこの通

項（第四十一条の三、第四十六条、第五十
八条、第六十二条、第七十八条、第八十八
条、第九十七条、第百十二条、第百十二条
の三、第百三十四条、第百四十五条、第百
六十七条（第百八十条において準用する場
合を含む。）、第百八十条の三、第百八十
七条、第二百三条（第二百十五条において
準用する場合を含む。）、第二百三十六
条、第二百四十七条、第二百六十二条、第
二百六十四条及び第二百七十五条において
準用する場合を含む。）及び第二百二十三
条第一項（第二百四十七条において準用す
る場合を含む。）並びに次項に規定するも
のを除く。）については、書面に代えて、
当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、
磁気的方式その他人の知覚によっては認識
することができない方式で作られる記録で
あって、電子計算機による情報処理の用に
供されるものをいう。）により行うことが
できる。

できることとしたものである。

(1) 電磁的記録による作成は、事業者等の使用
に係る電子計算機に備えられたファイルに記録
する方法または磁気ディスク等をもって調製す
る方法によること。

① 作成された電磁的記録を事業者等の使用
に係る電子計算機に備えられたファイル又は
磁気ディスク等をもって調製するファイルに
より保存する方法
② 書面に記載されている事項をスキャナ等
により読み取ってできた電磁的記録を事業者
等の使用に係る電子計算機に備えられたファ
イル又は磁気ディスク等をもって調製する
ファイルにより保存する方法

(3) その他、居宅基準第217条第１項及び予防
基準第293条第１項において電磁的記録により
行うことができるとされているものは、(1)及
び(2)に準じた方法によること。

(4)また、電磁的記録により行う場合は、個人
情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係
事業者における個人情報の適切な取扱いのため
のガイダンス」及び厚生労働省「医療情報シス
テムの安全管理に関するガイドライン」等を遵
守すること。
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経過措置

６　医療法施行規則等の一部を改正する省
令（平成十三年厚生労働省令第八号。以下
「平成十三年医療法施行規則等改正省令」
という。）附則第三条に規定する既存病院
建物内の旧療養型病床群（病床を転換して
設けられたものに限る。以下「病床転換に
よる旧療養型病床群」という。）に係る病
床を有する病院である指定短期入所療養介
護事業所であって、平成十三年医療法施行
規則等改正省令附則第二十二条の規定の適
用を受けているものに係る食堂及び浴室に
ついては、同条の規定にかかわらず、次に
掲げる基準に適合しなければならない。

条例
附則第6項

一　食堂は、内法による測定で、療養病
床における入院患者一人につき一平方
メートル以上の広さを有しなければなら
ないこと。

二　浴室は、身体の不自由な者が入浴す
るのに適したものでなければならないこ
と。

７　病床転換による旧療養型病床群に係る
病床を有する病院である指定短期入所療養
介護事業所であって、平成十三年医療法施
行規則等改正省令附則第三条の適用を受け
ている病室を有するものについては、当該
規定にかかわらず、療養病床に係る一の病
室の病床数は、四床以下としなければなら
ない。

条例
附則第7項

８　病床転換による旧療養型病床群に係る
病床を有する病院である指定短期入所療養
介護事業所であって、平成十三年医療法施
行規則等改正省令附則第六条の適用を受け
ている病室を有するものについては、当該
規定にかかわらず、療養病床に係る病室の
床面積は、内法による測定で、入院患者一
人につき六・四平方メートル以上としなけ
ればならない。

条例
附則第8項

９　病床転換による旧療養型病床群に係る
病床を有する病院である指定短期入所療養
介護事業所であって、平成十三年医療法施
行規則等改正省令附則第二十一条の規定の
適用を受けるものについては、当該規定に
かかわらず、機能訓練室は、内法による測
定で四十平方メートル以上の床面積を有
し、必要な器械及び器具を備えなければな
らない。

条例
附則第9項

知の規定により電磁的方法の定めがあるものに
ついては、当該定めに従うこと。

(5) また、電磁的方法による場合は、個人情報
保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業
者における個人情報の適切な取扱いのためのガ
イダンス」及び厚生労働省「医療情報システム
の安全管理に関するガイドライン」等を遵守す
ること。
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12　病床転換による診療所旧療養型病床群
に係る病床を有する診療所である指定短期
入所療養介護事業所であって、平成十三年
医療法施行規則等改正省令附則第七条の適
用を受けている病室を有するものについて
は、当該規定にかかわらず、療養病床に係
る病室の床面積は、内法による測定で、入
院患者一人につき六・四平方メートル以上
としなければならない。

条例
附則第12
項

10　平成十三年医療法施行規則等改正省令
附則第四条に規定する既存診療所建物内の
旧療養型病床群（病床を転換して設けられ
たものに限る。以下「病床転換による診療
所旧療養型病床群」という。）に係る病床
を有する診療所である指定短期入所療養介
護事業所であって、平成十三年医療法施行
規則等改正省令附則第二十四条の規定の適
用を受けているものに係る食堂及び浴室に
ついては、同条の規定にかかわらず、次に
掲げる基準に適合しなければならない。

条例
附則第10
項

一　食堂は、内法による測定で、療養病
床における入院患者一人につき一平方
メートル以上の広さを有しなければなら
ないこと。

二　浴室は、身体の不自由な者が入浴す
るのに適したものでなければならないこ
と。

11　病床転換による診療所旧療養型病床群
に係る病床を有する診療所である指定短期
入所療養介護事業所であって、平成十三年
医療法施行規則等改正省令附則第四条の適
用を受けている病室を有するものについて
は、当該規定にかかわらず、療養病床に係
る一の病室の病床数は、四床以下としなけ
ればならない。

条例
附則第11
項
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